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信託および信託類似制度の研究

(トラスト 6~研究叢書〉

平成 5年 8月

財団法人』トラスト60，



発刊にあたって

財団法人トラスト 60の調査・研究事業として、信託の網羅的哩nwtに資することを H的に、

アメリカ・イギリス・ドイツ・ 7ランス等の欧米諸国を中心に実用化されている信託や信

託類似制度について、その内容と法的基礎を概観してみよう左いうこ Eで、 1990年 3月に

木下毅先生(当時立教大学法学部教授、現北海道大学法学部教授)を中心に委員 5名で、

「欧米における信託および信託類似制度研究会Jを発足させた。約 2年間で研究を完了さ

せ、その後原稿執筆、出版準備を経て、今般本書を報告書として出版するはこびとなっ

た。

信託(トラスト)は、中世封建制度下のイギリスにおいて、コモン a ローの法理を修正

するエクイティの法理の伝統の中で生まれ、やがて資本王義経済の発展と信託のアメリカ

への移入により、商事性を帯ぴた近代的な信託に変わって行った。このように信託はいわ

ゆる英米法系諸国の独自の法制度と考えられ、 ドイツ、フランス等いわゆる大陸法系の

間々では無縁なものと考えられていた。しかし、資本主義経済が高度に発達しかっ一体化

した世界経済の中で、資本幸義の重要な経済的仕組みとしての信託的システムが存在する

のは果してイギリス、アメリカだけであろうか、大陸法系の諸国でも信託ないし信託的機

能を有する信託類似制度はあるのではないだろうか。このような観点から研究を進めてい

たfざいアこ。

本書では、その研究成果を総論と各論とに分けて報告している。稔市首では、信託および

信託類似制度をグローパルな視野に立って法系論的に考察し、各論では、フランス、 ドイ

ツ、イギリスの欧州、13国について各同別に信託およびその類似制度を論じている。また各

論の最後に、イスラムにおいて、現，ftはあまり利用されていないが、かつて広〈利用きれ

ていた「ワクフ」という信託に類似した制度についてその歴史的考察を行っている。

本書が信託を理解するうえで貴重な資料となり、きらに今後の信託市u度の研究と発展に

役立つことを願っている。

最後に、本研究会に参加された木下毅先生、落合誠一先生、新井誠先生をはじめ各委員

の方々のご協力に深〈感謝するとともに、厚くお礼申し上げる次第である。(河西記)

平成 5年 8月

財団法人トラスト 60
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信託および、信託類似制度の

法系論的考察〔研究覚書〕

I 信託と法系論

II 英米法系における様式の典型的制度

1 イギリス法圏における trust

2 アメリカ法聞における trust

凹 非英米法系における信託類似制度

1 ドイツ法闘における Treuhand

2 フランス法闘における fiducie

3 オランタ。古法圏における bewind

4 イスラーム法系における wakf

IV 大陸法系諸国における信託の摂取

I リヒテンシュタイン(ドイツ法圏)

2 ルイジアナ(フラン矢法圏)

3 スコットランド(オランダ古法閤)

4 日 本(大陸法系)
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I 信託と法系論

(1) Iローマは、契約法の体系を創り出し フランスは、不法行為法を体系化し、イン

グランドは、日dudaryrelationships (信認関係)に関する法体系を構築してきたJ(1)とい

われる。 Fiduciaryrelationshipsに関する法体系を代表する制度が、 trust(イ言託)であ

ることは、改めていうまでもない 11 Maitlandによれば、 trustは「イギリスの法曹が考

え同したもっとも独特な1卒業」といわれる。それは「きわめて伸力性および一般性に富む

[制度』であり、 contract(契約)と同僚、柔軟で一般的である」。それは、「イギリス人

にとっては、文明にほとんど不可欠のもののように思われるが、しかし、外固め法にはそ

れとまったく同様なものは存在していない。 J(2)

Trustという文言は、古代北欧語の traustに由来するといわれ、英語の trowないし

trueと同じ語源であるともいわれるD また、 ドイツ語の trosten(生活を保証する)、オ

ランダ語の troosten(慰める)とも無関係でないといわれる。

英米の trustは、「独創的で単純な発想に基づいている。すなわち、ある特定の財産に

対し、ある者(受託者と昨ばれる)が目的物を受託者として管理し、それを自由に処分す

ることができるが、他の者は(しばしば時系列的に)このR的物の収益に対し一定範囲の

権利を有するような仕方で、後数の者に権利が帰属するという発想である。この一元的な

基本的発想、は、コモン・ローにおいては、家族法、相続法、物権法、会社法・株式法、そ

れどころか、不当利得法にまで用いられている J3)のである。

この trustはど、英米法の独特な様式を特徴づけている法制度は、他にはほとんど見当

らないといわれる。大陸法にとって trustがきわめて風変りな現象に思われるのは、英米

法の場合ならばtrustを用いて処理されている一切の生活上の課題を一挙に呆してしまう

ような法形態が、大陸法の法秩序においてはどこにも見当らないからだといわれる例。果

してそうであろうか。

(2) 今日の世界には、数多くの実定法秩序すなわち「法体系jが併存しており、主権問

家は一つの法体系の支配下にある地域すなわち「法域J(jurisdiction) を構成するのが通

例である o 複数の法体系の中に一定の共通ないし類似した吏-素を見出し、これらを法のス

タイル、法技術的要素、法文化的要素などによりグループイじしたものが、「法系J(Iegal 
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ルマン系、アングロ・サクスン来、スラ rア系およびイスラーム系に分類して注目を浴ぴた

(ll)c L邑vy-UJlmannは、第 1次大戦後、法源論的視座から世界の法体系を、大;霊法系、英

米法系および、イスラーム法系に分類している刷。これらの他にも、人類を分類基準とする

法系論、発生学的分類方法による法系論などもみられた倒。

第 2次大戦後は、スイスの A.Schnitzer， Vergleichende Rechtslehre (1945) (比較法

論)が歴史的観点から、未開民族の法、古代文化民族の法、ヨーロッパ大陸法(ロ』ーマ法

圏、ゲルマン法圏、スラヴ戸法圏、アングロ・アメリカ法圏)、宗教法(ユダヤ教法、キリス

ト教法、イスラーム教法)およびアジア諸国の法に分頬し、比較法原論のモデルとなる。

1950年には、 2つの比較法概論が世に送られるに至る。その ___Aつ Arminjon-Nolde-

Wol百I Traite de droit compare (1950-52) (比較法概論)は、法系の分類にあたって、

それ以前の学説が主張してきた地理、人類その他の外形的要素にとらわれずに、各法体系

の実質内容に応じて起源、派生、類似の関係を考えるべきであると主張した。彼らは、世

界の笑定法秩序を基本的法系と派生的法系とに分け、基本的法系としては、フランス法

系、 ドイツ法系、スカンジナヴィア法系、イギ IJス法系、ソヴィエト法系、イスラーム法

系、インド'ピルマ法系に分類する。もう一つは、 R.David， Traite邑l百mentairede droit 

civil compar邑(1950) (比較民事法概論)で、イデオロギー的観点と法技術的観点とを分

類基準とし、後者を前者に従属させた七で世界の法体系を、西洋法系(フランス法群と英

米法群)、ソヴィエ卜法系、イスラーム法系、ヒンドゥー法系およびシナ法系に分類した。

彼の法系論の特色は、大陸法系と英米法系を統一する r~洋法系J (droit occidentaI)の

概念を提唱した点にある。彼は、その後その第 2版ともいうべき LesGrancls Systemes 

de Droit Contemporains (Drolt compare) (1964) (現代大法系)を著すに至る。そこで

は、法家族という概念を用い、法技術的要素とイデオロギー要素を同程度に決定的である

として、今日の実定法秩序を、ローマ・ゲルマン法家族、コモン・ロ一家族、社会主義ほ

家族、および哲学的・宗教的法家族の 4つに分類している帥。

これらの学説に対し、 Zweigert& Kotz， Einftihrung 1n die Rechtsvergleichung auf 

dern Gebiete des Pdvatrechts (1971) (比較法概論)は、法のスタイル (Stil)に着目し

て、鹿史的発展、特殊な法的思考方法、様式形成的法制度、法j原の種類とその解釈方法お

よびイデオロギーをあげ、現代世界の実定法秩序を、ロマン法圏、 ドイツ法圏、北欧法

盟、英米法圏、社会主義法聞、極東法聞、イスラーム法圏およびヒンドゥ一法圏に分類し
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これらの法系論の基礎をなしている分類は、西洋法を程度の差こそあれローマ法を継受

し法典化の洗礼を受けた大陸法系と、ロー7 法の影響はある程度受けたものの、ゲルマ

ン法が基調をなしてきた英米法系とに大別する ο 法系論の多くは、大陪法系をきらにロー

マ法の継受の程度に応じて、それを全両的に継受したドイツ法聞、ローマ的要素とゲルマ

ン法的要素を併有するフランス法圏、実質的にはローマ法に起源を有するが、法典化はな

されず、イギリス法が大幅に混入しているオラン夕、古法問、ローマ法の影響-を強く受けた

わけではないが、旧い縫式の法典を用いているスカンジナヴィア法閣に分類するのが通例

である。

これらの分類を踏まえて、信託、準信託および信託類似制度を法系論的に考察する場

合、英米法系における trllst、ドイツ法聞における Treuhand、フランス法関における

fidllcie、オラン夕、古法闘における bewind、イスラーム法系における wakfがパラレルな

関係にあるように思われる。

以上の法系論は、欧米の比較法学者の目からみた分類であり、しかも「私法」の分野を

前提とした基準である点で、了て重に限界があったように思われる。東西法文化の差異を踏

まえて法系・法闘を分類すれば、次のようになるであろう附。

「崎東法系

東洋法|
I (東南アジア法系)

(非西洋法)I 

L ヒンドゥ一法系

ill界の法体系

(実定法秩序)
イスラーム法系

スカンジナピア法圏

ローマ法系オランダ法国
両洋法 |大陸法系

フランス法国

ドイ・ソi;ま圏

閤

閣
法

法
ス

カ

ギ

メ
イ

ア
「
|
」
-
L

系法米英

本稿では、以上に述べてきた法系論を基礎として trustおよびその類似制度をグローパ

ルな視座から比較考察することとしたい。
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II 英会社法系における様式の典型的制度

Trust (倍託)ほど、英米法系の独特なJ様式を特讃づけている法制度は他にをい、とい

われる凶G Trustという法制度は、本来 England(イングランド)の土地法の必要'性から

生じたものであるが、次第に一放的な法制度として形成されるようになり、法生活め全領

域にわたり実i祭的意義と非常に洗練された法的創造をもたらした問。1¥I1ai tlandによれば、

[エクイティの体業のうち、最も大規模でかつ最も主重要なものは、 trustの発明とそ

である。Jr一 例 として、(ドイツ民法典)を取り上げてみよう。

Trustは、いずこに存在しているのであろうか、どこにもない。イ￥リスの実務家の眼か

ら見れば、これほど大きな穴がある o 外国人i土、そもそも穴があること自体を理解してい

ない。 Gierkeは『英米法系の廿ustというものを理解することができないj と私に

た。われわれとしては、なぜそうなのかを間わなければならない G 確かに、 trust'土、後

らが必要不可欠の法体系とみなすものにそう簡単には適合しないのであるj舗と。

さらに重要なことは、 trustという法形態が、英対く:法系の歴史的発展過将において、言iJ

述のごとく最も多岐的法分野において利用されてきたことであるn

アメリカの Restatement(Second) of Trustsによれば、 trustとは、 fpτ(財産

権)に関する剖uciaryrelationship (信認関係)Jをレ1い、「当該助産権を保有している

者をして、他人の利並のためにそれを管理するエクイティヒの議務に従わせるものであ

っ、 trustを設定する意思表示の結果:として発生するものj凶を

Fiduciary relationshipとは、高度の dutyof loyalty (忠実義務)を負う関係であり、

受託者と受益者、本人と代理人、;後見人と被後見人との関係めように、

が相手から信頼を受け、相手方の利益を念誠において行動ないし助言する義務を負ってい

る関係が認められるものを揺す倒。 Confidentialrelationshipの受信者は、相手方の手IJ拾

を念頭におきながら、自己の利益も考えてよいとされるのに対し、 fiduciaryrelationship 

の受認者は、もっぱら相手方の利益をはかるために最高広の信義誠実を尽くして行動な tρ

し助言しなければならないとされる例。受託者の負う重要な義務め一つは、

る高度の忠実義務であり、 Restar.ement (Second) of ~ 170 t土、「受託者i土、もっ

ぱら受益者の利益のために信託財産を管理する義務を負う jと規定するのこれにより、受

託者は信託財産の利益のためにのみ行動すべきであるとされ、特に信託財産の利益と受託

-7-
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区別きれる o アメリカの裁判所は、 constructivetrustを認めようとする点では、イギリ

スの裁判所よりも、積極的であった。しかもアメリカにおいては、この発展はいまだ流動

的である。詐欺、強迫などを用いて受け取った金銭により利得を挙げた者、錯誤によって

利得した者、他人の金銭を横領して利得を収めた者などから、不正な利得を吐き出させる

法技術としても用いられる。また agent(代理人)と principal(本人)、 employee(被

用者)と employer(使用者)、 partnership(組合)の組合貝相互間においても、他人の

計算で財産を管理する者は、その管理に関して取得した一切の物につき法定受託者となる

例。さらに businesstrust (ビジネス・トラスト)も、この定義の外にある問。本稿では、

回有の trustのみならず、これら quasi-trustをも含めた広義の trustおよび非英米法系に

見られる信託類似制度を考察の対象にすることとしたい。

Trustの母法秩序は、 England法にあるのしかもそれは、エクイティの産み出した最

も特徴的な制度てあって、 lawof property (物権法)の一部をなすきわめて重要な制度

であるばかりでなく、英米法系の様式を特徴づける典型的制度でもある。



1圃 イギリス法閣における trust

(1) イギリス (EnglandとWalesを指し、 Scotlandおよび Northcrn lrclandは含ま

い)における trust'立、中世の use(ユース)にその掠を発し、不動産(とくに土地)

を中心に個人間の民事信託として発達してきた。非英).jく;法系における信託類似指lj震止の比

較で重要な点は、イギ 1)スにおける trustがlaw property (物権法)の昔~を構成し

ており、 lawof contracts (契約法)体系のドに位霞づけられていないことであるの

England t土、改めていうまでもな<trustの発祥の地である" 1066年の Norman Corト

(ノル?ン征服)富後iこEngJandに導入きれた use(ユース)、すなわち、

主の tenure 土地保有)の付|始的条件(後見権、婚期権等の負担) (fεudal incidents) 

を1且i避するため財産を教会に託する形態が、 trustの起源といわれるのもうとも use

判所によって強制力を伴うよつになるには、 15世紀を待たなければならなかったり Use 

とは、 "to^ and his heirs to the use of B刊といった形式を用いて Alこ権利を与えるが、

その権利は Rの利益になるように行使すべしとする処分である。コモンー口一裁判所は、

Aを完全な権利者として披ったが、ユクイアィ裁判所は、 Aを完全な権利者のように扱

えば、 Aが不当に利持をi収める可能性があるとして、 Aに Bの利益のために権利を行使

すべしと命じた。当初は、受益者が実質的な管理処分権を宿する paSSlveuse 

ス)め形をとるものが多かったが、 Statuteof Usesによる禁E耳F

ユ一ス)という形式を踏むことにより1、useによる equitablein批1吐te町re出~c;t の創設が口吋IJ‘官古能E とき

才れした 0 そこから、死後の財産の整理と遺族への配分を目的として、個人が自己の資産を第

るtruslの普及を見るに至る倒。

このような躍史的背景から、イギリスの tru.stは、個人が財産を親j晶、知人、弁護士な

どの個人受託者に委託する民事信託の形をとって先遣することとなっ

イギリスの trustは、このよっに個人間の信認関係にその基礎を罷いており、受託者め

!受に対して対欄が支払われるこ Eは期待きれておらず、無報酬が!東日lJであった。し

かし 191正紀に入って、間人による信話引受のなかには、受託者による信託財産の横領な

どtrustの本旨に反する管理処分が増加してきたため、制定法による規制jが加えられるこ

ととなる。まず1850年、 1888年およぴ1893年に TrusteesAct (受託者法)聞が制定され、

個人受託者の権利乱用から受主主著を謀議するため、 Courtnf 入;法官裁判所)

に新受託者の選任権が付与き 次いで、 JudicialTrustees Act 1896 (裁判所選任受

10 



託者法)側が制定され、受託者による trustの執行が破綻した場合に、裁判所が公法人で

ある受託者を選任することができるようになった。この法律は、 trustを裁判所の完全な

監督の下におくことにより、費用の節減、手紙の簡素化をはかろうとしたが、あまり利用

きれなかったため、必ずしも所期の目的を達成できたわけではない。しかし、この立法措

置によって公法人も trustの引受が可能となり、信託業務の普及には一役買った。 1906年

には、 PublicTrustee Act (公受託者法)CI町が制定されるに至り、 judicialtrustee (裁判

所選任受託者)の所j聞の目的を代って果しつつある。この官職は、単独法人であるが、い

かなる遺言または継承的不動産処分のもとでも、受託者として任命きれることが可能であ

る。この場合、単なる保管受託者とされると信託財産はこの者に帰属し、積極的義務は他

の受託者に託される。これに対し、通常の受託者とされると、信託管理の権能と義務とを

有することになる。イギリスにおける tnlstの重要性は、 1922年およぴ1925年の Law of 

Property Actsによって非常に高められた口というのは、これらの立法措置により、土地

における futureinterest (将来権)は、 trustの方法によるのでなければ設定することが

できなくなったからである側。

(2) イギリスにおける trustは、自然人が設定者となり、自然人を受益者とする一身専

属的な personaltrust (個人信託)が一般的である。将来に向けて可能なかぎり配偶者、

子その他の親族の者に継法的に財産権が移転するように財産を処分する settlement(継

極的財産設定)は、その典型的なものであった例。そのような trustにおいては、被相続

人の親友が受託者として慎重に遺産を管理し、被相続人の遺族を援助することをもって名

誉ある職務と考えていたという社会的慣行が背景に存在していた。その結果、 i宣言執行な

いし遺言による財産管理を目的とする民軒言託が発達し、通常の私人(個人)が受託者と

なるケイスが多かった倒。

このようにイギリスの trustは、個人聞の高度の fiduciaryrelationship (信認関係)を

中心に発達してきたため、事業性のある trustの入り込む余地があまりなかった。法制度

的にも、法人が受託者となること自体、 1925年の TrusteeActの制定を待たなければな

らなかったのであるのそのこともあって、法人が信託的業務を商事信託として取り組むよ

うになるのは、 20世紀に入ってからのことである。その結果、信託財産の運用範岡も次第

に拡大されていく o かかる傾向を反映して、商業銀行 (Barclays，National Westmin-

ster， Midland， Loydなど1911-)、その子会社である信託会社、保険会社などの信託業務

-11-
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する(保険型年金計画)か、または企業自らを受託者として信託宣言をする(自己管理型

年金計画)。その場合、撤回権の留保があると掛金の支払いがあっても損金、必要経費扱

いがなきれないので、撤回不能信託という形をとるのが通例である。受託者は、側人、使

用者またはその両者である場合が多いが、特別に子会社を設立して専用受託会社とした

り、銀行、保険会社、コンサルタント会社などからなる複数受託会社の形をとる場合も少

なくない。投資活動をする受託者は、 FinanciaIService Act 1986上、 authorisationが

必要とされるが、投資判断を投資顧問会れなどの第三者に委ねている場合は、この限りで

ない。資産運用の方法としては、合同運用の可能性もある倒。

(4) Republic of Ireland (アイルランド)の trustも、コモン・ローの法制を継受した

ため、イギリスと大同小異といってよい。復帰信誌ないし擬制信託と区別される第 3のカ

テゴリを創り出しているのは、小異の一例であるc 裁判所は I遺言者が、遺言書によると

否とを問わず、白己の資力に従って子供のために道徳義務上残すぺきものを残していない

と判断したとき」ωは、子供に対して財政的措置を講ずべき裁量権が与えられる。

同様に、 Canadaにおいても、フランス法圏に属する Quebec州を除き、イギリスの信

託制度を摂取してきたので、法理的にはイギリスの trustが制度化されている。しかし、

trust業務の面では、地理的関係もあってアメリカの影響が強い。カナダ的特色としては、

制定法の定めにより設定きれる種々のタイプの statutorytrusts (制定法上の信託)があ

る。 PublicTrustee (公受託者)に加えて、死者の遺産の執行人ないし管理人 COntario

Devolution of Estates Act 92)、建築工事-に関する lien(リーエン)の請負人 (contrac-

tor)、下請人 (subcontractor) または所有者 (OntarioMechanics Lien Act 92)、依頼

人のための信託勘定を有するソリシタ (solicitor)、被用省の休暇中の給与を管理する雇

用者、源泉徴収した所得税を保管する雇用主、婚姻財産に関し妻に対して義務を負担する

夫、会社の取締役などは、当事者の意思にかかわらず制定法上 trustが存在するとされる

倒。カナダにおける法人による trust業務は、 1882年に TheToronto General Trust Cor-

porationによりはじめて trust業務が開始きれて以来、 trust会社によって取り扱われて

いる。別言すれば、 trust会社は銀行業務を兼営することができず、銀行も trust業務を

行うことができないことになっている。 Trust会社が営む業務は、アメリカの場合と 10]

様、イ同人 trust業務、法人 trust業務、 pensiontrust業務等から成る1li7lu
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州において された Farmer'sFire Insurance and Loan Companyであると推測され

ている。 1823年には Massachusett.sHospilal Life Insurance Companyも

を受け、その後1tB(7)~H'1 においても法人による られるようになる。当

業はもっぱら個人の財産管理、代理業務が中心で、そのほとんどがと主命保険会社ないし火

災保険会社の副業として蛍まれており、社名にも&、ずしも'Trust'(イ言託)の文字:を用い

ていなかった。しかし、信託業め発達に伴い信託業務中心に転換していく事関も増之、

1830年には NewYork Life and Trust Companyが出現した。その後、 trust

companyは、個人に対する信託業務中心から法人に対する信託業務・代瑚園業務中心へと

行するとともに、銀行業務も兼営するようになる。これにより、 トラスト業務が大い

し、近代的合トラスト業務め骨栴が形成されるに支る。特に1890年代に入ると、その数

も急速に増加し、活動範囲も拡大してきたため、 national bank (連邦免許銀行)、 sav~

ings bank (貯蓄銀行)とも競業的関係にまつようになってくる。 Trustcompanyか銀行

進出するようになるにつれ、銀行もこれに対抗して信託業務を兼営するようになっ

Tこ。

20世紀に入ワまず州、i免許銀行 bank)が州法仁信託営業構を鞍得し、 1913年に

事I~免許銀行の信託営業が{確立する。それ以降、信託業務は銀行業務と密接に結合して発展

るG 現在、信託業務だけを専業とする trustcompany は少なく、連邦免許銀行ないし

州免許鑑行が信託業務を兼甘する形態が多い。 TrustcOJnpanyが営む業務は、イ間入信託

と法入信託業務とに大5]1jきれるが、後者のウエイトが高まってい〈問。こうして1890

年以降、連邦免許銀行の参入、新種業務の出現により、信託業務は大いに発展を遂げ、隆

る。マサチューセッツ州では、株式、担保付社債などの資産を信託の枠

組を用いて柔軟に管理主主用する道を開いた。 HarvardCol1ege v. An1ory， 26 Mass. 446， 9 

Pick. 446 (1930)は、それまで信託財産の投資蓮用を制限していた州法上の1ist

rute (法定銘柄原則)を緩和し、子慎重人準~I.IJ person rule) を定式fむして、

託者に投資について自由裁量権を与えるに至る Q この新しい法準則は、専門的受託者が投

目的を開発することを可能にした。最近では trustに某づく管理は、ますます制作古い

しtrustcompanyに移行し、これらの金融機関は、信託財産を専門家として管理する

語を引き受けている o 現在、アメリカの金融機関の信託部門で接供きれているサーヴィス

① personal lrust (個人信託)、(Z)corporate trust (法入信託)および③emp]oyee

benefi t trust 従業員福祉信託)に分類されるのが、通例である。特に近時の傾向として

-18-



顕著にみられるのは、 trust(信話)に代って agency(代理)による受託が増加したこと

であろう。この点は、アメリカ法聞における特徴をなすものと思われる価。

(2) アメリカの金融機関において提供きれる個人顧客向けサーヴィスである personal

trust (個人信託)には、生前信託(livingtrust)、遺言信託 (testamentarytrust) を間

わず、①家族の中の弱者を保設するための familytrust (家族信託)、②個人信託業務の

伝統的業務である estateadministration (遺産管理)、③有価証券の売買に伴う決済、元

利令、配当金等の受け入れを行う cusiodyservice account (保護預り)および④投資内

容について顧客にアドウゐアイスする investmentmanagement account (投資マネジメン

卜)などがある。

Family trust (家族信託)は、その大半が主として未成年者、無能カ者、破産者、浪費

者といった家族の中の弱者を保護するためのものが多く、応較的短期の caretakertrust 

(世話人信託)ともいうべき保護信託的性質のものがー』般的である。特にアメリカのほと

んどの州で有効とされている spendthrifttrust (浪費者信託)は、その最たるものといえ

よう。この種の trustでは、委託者は信託の撤回権ないし修正権を留保しているのが通例

である。

きらに、金融機関の信託部門が裁判所の指名を受けて後見人 (guardian) となり、未

成年者等の行為無能者である被後見人 (ward)の財産を管理する場合もある日その場合、

金融機関は裁判所の代理人であり、被後見人の財産権が後見人たる金融機関に移転するこ

とはない。それ以外の家族信託としては、イギリスに伝統的な settlement(継承的不動

産処分)もあるが、当初からあまり好意的でなかったこと前述のとおつであり、ニょー・

ヨークチ|、|めように ruleagainst perpetuities (永久拘束祭止則)を修正して行っている例

もある倒。

Estate administration (遺産管理)は、金融機関の信託部門がi宣言執行人 (exεcu-

tor) または遺産管理人 (administrator) として、検認 (probate) を受けた遺産の名義

人となり、死者の葬式費用を含む遺産管理費用の支払、債権の回収、公租公課を含む債務

の支払、純資産の分配等を行う業務で、 personaltrustの典型的な場合である仰)。

Custody service account (保護預り)には、金融機関の信託部門が代理契約により有

価証券の売買に伴う決済、配当金、利金などの受入れ、償還、新株の引受の通知等を行う

custody e...株式、債券の単なる保管サーヴィスを提供するに留まる safekeepingとがあ
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日投資家の損失のリスクを分散しうる点に主要なメリットがあるοurTの実体は、投資

のためにプールされた資金であり 、通常は、証券会社、金融機関などの専門家により管理

さ才Lる。

事業組織がトラストという形式をとる場合は、 invesLor-purchaser(投資家)が Lrusl

上の権利を購入することになるの Management companiesは、 closed-end 固定型)と

open-end (追加型)とに分かれ、新しい sharesが継続的に公募され、請求すれば償還さ

れる(買取請求権のある open-endのものを mutualfundと呼んでいる。 Mutualfund 

は、 investmenLadvisnr (投資額問)に運用を委ねるのが、通例である(7'lJ"

Mutual fundは、小口投資家の証券への投資を多角イじするとともに、ポートフォリオの

専門家の継続的な投資管理と投資家の fund持分権といつでも売却できる市場を提供して

いる。この fundは、投資家が提示する持分権を純資産側格 (netasset value=提示時の

fundの符分権の市場価栴)で償還する o

UITおよびmutualfundは、 SecuriLIesAct of 1933 (証券法)による disclosureru¥e 

に従わなければならず、 SecuritiesExchange Act of 1934 (証券取引所法)の詐欺防止規

定、 InvcstmentCompany Act of 1940 (投資会社法)の自己取引その他の利低相反行為

の禁止規定、 InvestmentAdvisers Act of 1940 (投資顧問法)の専門的助言機関などの胤

ilJlJをも受ける。 1970年の InvestmentCompany Actの改正により、投資顧問に関しでも、

そのサーヴィスに対し投資会社が支払う報酬を受領するこどによって fiduciaryrelation-

ship (信認関係)が発生することとなった。

以上は、いずれも投資家から資金を集め、それを security(証券)に投資する会社型の

機構である。これに対し、これらの会社型以外にも、イギリス、 ECに普及している unit

tru.stに近い unitaryinvestment fund= UIF (ユユタリ投資基金)がある。 UIFは、現在

の open-endの investmentcornpanyの代替案で、実際にはあまり機能しておらず、コス

トばかり嵩む株主総会、取締役会などを置かないですむという利点がある倒。

lnvestrnent trust (証券段資信託)に類するものとして、 commodityinvestmcnt trust 

(商品投資信託)も逸することができない。商品、 futures(先物)、 options(オプショ

ン)などへの投資信託が、それである。商品フアンドは、 CommodityExchange Acl 

(商品取引所法}およびそれに某づく Commoditiesand Futures Trading Commission = 

CFTC (連邦商品先物取引委員会)の規制に服し、 CommodityPool Operatol・7 ・CPO

(ファンド設定、運用管理を行う者)およびCommodityTrading Advisor 二 CTA (運用
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ず、 trustという構成はとるが、名目的なものにすぎない。受益権は、 trustagreemen t 

(信託合意書)により不動産ではなく動産とされていることから、受益者は不動産を差押

える lien(リーエン)から保護されている。土地信話は、Illinois州(特に Chicagoのあ

るCookCounly (県)の80ノ{-一セント)で最も普及しており、他の法成におけるモデル

となっている。それは、取消不能の生前信託であり、信記財産を管理処分する権限を有し

ているのは受益者であって、受託者は受益者の指図によって行為することができるにすさ

ない問。

20世紀に入ってから「債権十日保jないし「債務支払jを目的左して発展してきた trust

制度がある。 trustindenture (信託証書)と呼ばれる現代に特有の制度が、それである。

州によってはかなり以前から、受託者に信託財産となる財産(なかでも不動産)を譲渡す

るため、あるいは、債務者が不動産の legaltitle (コモン・口一上の権原)を第二三.者に受

託者として譲渡し、それを金銭債務の拘保として保有するよう指示するため、 deed of 

trust (信託証書;担保のための信託証書)を用いてきた。担保のための deedof trust 

は、土地の買主がその購入資金を借入れるにさいして第三者である受託者に土地を譲検す

ると同時に、 deedof trustを作成し、弁済期までに履行がない場合、受託者は、弁済仁

充当するため、裁判手続を経ることなくその土地を売却に付す宵規定する。

その後、 deedof trustは、きわめて複雑な trusti ndentureの制度に発展し、鉄道会社

のレイル、車輔などの施設・設備の設備信託 (equIpmenttrust) をはじめ大企業の全資産

を対象とするに至る。最近では、社債を発行するきいに発行会社と社債受託会社との問で

取り交わされる合意書を指すことが多いc 公募社債に関しては、'J'rustIndenture Act of 

1939 (信託証書法)の適用があり、一定の資格を有する受託会社を設立し、 -定の内容の

trust indentureを作成することが義務づけられている。 Trustindeniureには、債券所持

人に対する defaultの通知、 default前とそれ以後の受託者の義務に関する規定等がなけ

ればならないときれている刷。

1920年代後半から 1930年代前半にかけて、債券の支払不能が生じた場合に bond

holdcr's committee (償券所持人委員会)を組織して、全発行債券の債券所持人の保護を

確保し、統一行動をすることにより更生期間中の財産の保全を[さ|るという一般的慣習が生

れた。債券所持人は、預託を行い、 certificateof deposit (預託証書)を受取ることによ

り、合意当事者となる問。

会社が支払不能になり、債権者から返済を強要されているとき、会社の資産を保全・管

、 23-
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III 非英米法系における信託類似制度

以上の英米法系諸国に対し、ローマ法を継受した大陸法系諸国(ローマ法の刑事受の程度

により、 ドイツ法圏、フランス法圏、オランダ古法歯およびスカンジナヴィア法圏に分類

される)においては、もともと trustの概念、はなかったとされてきた。非英米法系諸国な

かでも大陸法系諸国においては、未成年者、禁治産者などの無能力者を保護する一般的な

法定代理の制度が強備されており、英米法系諸国では nextfriend (近友;訴訟後見人)、

guardian ad litem (訴訟のための後見人)、 administatordurante minore aetate (未成

年期間中の遺産管理人)、 protectivetrusl (保護信託)ないし spendthrifttrust (浪費者

信託)などの特別の受託者が個別的に引受けている任務を、大陸法系諸問では「法定代理

人jが一元的に果してきている。また大陸法系詔国では legitime(遺留分)制度がある

のが通例であり、さらに fideicommissarysubstitution (フィデコーシ遺贈代位;家族世襲

財産代位)が祭止され、また種々の cornmunjty property 夫婦共右財産)が存哀してい

るため、英米法系にみられる familysettlemcnt (家族同継承的不動産処分;家産処分に

ついての取決め)、 charitabletrust (公益信託)などが存在しうる余地はあまりなかった

といえようか。しかし、事はそっ簡単でない。現にローマ法においても、 trustに類似し

たfiducia，fidei commissium (フィデムシ遺贈と訳されることが多い)といった制度が存

在していたし、 Joseph Storyなどは、 EquityJurisprudenceの中でエクイティ裁判所の

発展させてきた trustの起源、はローマ法にまで遡ることができ、ローマ法の白dei

commissa は性質上きわめて trustに額似している、と指摘していたほどである刷。

ローマ法を継受したドイツ法圏の Treuhand、フランス法圏の fiducie、オランダ肯法

闘の bewind、イスラーム法系にみられる waqf(wakf)などは、非英米法系における信

託類似制度の典型例といえよう。

" ... - L，~ 一一
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者が白己の財産を一定の範囲で釘イすけにすることができるという点において、遺言 trust

にやや似たところがある側。

ローマ法てβは、 fiduciaは、譲渡人または第三受益者のために所有権を行使することに

合意した tiduciariusに対し、財産権を移転することにより設定される。その場合、受益

者は財産権を持たず、受益者のI唯一の救済手段は、自duciariusに対する対人的訴訟 (in

personam action) という形をとる。 Fiduciariusの伺人償権者は、財産を差し押えるこ

とができ、日duciariusが破産した場合であっても、受益者としては一般債権者としてか

かって行けるに過ぎない。 1受益者は、五duciariusが pactumtiduciaeに違反して財産を移

転した第三者に対し、なんら救済千段を有していない慨。

{2) Lex Salica (古代ゲルマン法)には Salmann(受託者)ないし Treuhandの制度

があり、 ドイツでも古くから英米の trustに類似した観念、は存在していたc それどころ

か、lIsesないし trustsはゲルマン法の Salmannないし Treuhandをモア、.ルにしたもの

であるという有力な学説も存在しているほどである加。もっとも、ローマj去の継受以来、

Salmannないし Treubandの機能は、後見人または遺需執行者によって果たされるよう

になったため、この観念、は冬眠状態に入る削。

こうした史的背景を反映して、 Treuhandとして知られるドイツ的方式は、 trustによ

り近い。 Trcuh::inder(fidudarius)に当初譲渡した財産に関し、 Treugeber(譲渡人)

は、財産を差し押え、あるいは破産'にきいして財産権を請求する Treuhanderの倒人債

権者に対し、自己の権利を保護することができる η 譲渡人は、(不動産の:場合を除き) J吋

産権の移転に Treuhanderがその財産を処分しないという解除条件を付すことにより、

完全な譲渡に対して自己の権利を保護することができた。すなわち、もし Treuhander

がこの条件に違反した場合には、 Treuhanderから無償で(受贈者として)または条件の

告知をきれた上で取得した者から、その財産の取戻請求をすることができた(解除条件付

所有権者)ωTreuhanderの債権者および譲受人に対する譲波人のこれらの権利は、当初

譲渡されたのと同ーの財産に限定される~ BegUnstiger (第三受盆者)は、 Trenhander

の債権者および譲受人に対し当初め識別可能な財産に対Lてすら権利を有しないω 第三受

益者は、 Treuhanderに対し単なる対人的請求権を有しているに過ぎず、 Tre凶1anderが

破産したり死亡した場合には単なる一般的債権者-の地位にあるに過ぎない似jc

財-産の所有者l土、その管理を代理人としての受寄者に委託することができるが、受;寄者

-27ー
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めに用いるのはその例である口財団は、事業会社と同様、財産を所有しうる法主体 Our-

istic enLity)であり、実質的には会社役員である管理人 (curator) ないし理事会 (coun-

cil)により管理される側。

(4) 以上の民事信託に対し、事業性のある商事(営業)信託の分野では、経済の発展に

伴い、 19世紀後半、社債発行等の英米の trustの法技術を導入しようとする試みがなさ

れ、 1890年に一種の投資信託会社として、 Deutsch-A meri kanische Treuhandgesel1s-

chaftが設立された。その後次第に Treuhandgesel1schaftが設立され、担保付社債信託、

会計監査、登録代理、名義書換代理、経済的助言活動など、主として法人 Treuhand業

務を常むことを目的としていた。しかし、これらの法人 Treuhand業務は、 ドイツ民法

上の法的構成、世間の無耳n併などもあって振わず、会計監査のみが発達し、これがドイツ

における Treuhandgesellschaftの業務の特質となっている880

ビジネスを行うための trust、担保付社債信託およびinvestmenttrust (投資信託)は、

corporations (法人:会社)の代替物である。大陸法系諸国では、かかる機能は主として

corporationsが呆たしている。換言すれば、ビジネスおよび担保伺的の trustは、 corpo・

rationsがその代替的機能を果たしてきたということができょう闘。

29 -
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立した特別財産を設定するための制度として捉え (J町、契約として構成し、受拓者には分

別管理義務、自己執行義務など最低限の義務を課すのみで(1刷、基本的には契約の自由を

前面に打ち出している点にみられる(]刷。

Fiducicの用途としては、議波J宜保的な fiduciesuret色(担保目的の信託的行為)、財産

営、理、 liberalite(無償譲与)などが考えられるの受託者は受読者の地位を兼ねることが

できるとする規定は、担保の口的のための自由cleを前提とした規定といわれる(110)0 1981 

年に刊行された C.Witz， La fiducie en droit francais (1981)も、所有権の信託行為的譲

波として分析されるべき類型が存在することを指摘する(111)c 

(2) フランスに隣;陵し、その法文化聞にあるルクセンプルク大公国 (Grand Duty of 

Luxernbourg) においては、すでに1983年 7月191::1の大公勅令 (Reglement grand-

ducal) により、自d1..lcie(信認的行為)の復権をはかる措置が講じられた。ルクセンブル

クにおいては、 1970年代の石油危機以降、石炭・鉄鋼業の比重が相対的に低下し、それに

代って国際金融業のウエイ卜が高まり、ルクセンブルクをヨーロッパの金融センタにしよ

うとする政策がとられるに至る o 1983年勅令は、信託制度のあるアメリカ合衆国、イギリ

ス、信託類似制度を有するドイツ、スイスなどの銀行とヲーロッパの金融市場において対

等の競争をしていくためには、同様の取引業務ができるようにする必要があり、このよう

な信託的取引に参入できる恒|際競争力をつけるために制定されたものである。その立法目

的は、 1977年12月12日の EC理事会第 i指令にいう金融機関 (etablissementsde credit) 

を受託者とする信託契約に関する法制度を整備することにあった(]12)。

この勅令は、英米的な trustを導入しようとしたというよりは、ローマ的な fiducieの

復権を意図したものといわれるロ Fiducieの契約的構成、受託者の完全所有権、受益者の

債権的権利 (trustの場合は、準物権的権不lJ)などは、その派生的特徴といってよい 3 こ

の fiducieの導入にあたっては、ルクセンブルク銀行が第 2次大戦後に経験した contrat

de commissi on 業務委託契約)およびフランス法に fiducieを復権きせようとする前記

WiLzの論著の影響も少なからずあったといわれる(113)。

(3) 同じフランス法閣に属する Canadaの Provinceof Quebec ケベック州)(]H) は、

1763年のバり条約によりグレイト・プリテン領として割譲きれるまでは、パリの慣習法

(coutumes) と国王の発布する法令に依拠していたのフランス革命前のアンシャン・レジ

-:nー
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に柔軟性と効用を欠くといわれる (]18)。この点が次に述べるルイジアナチ|、|との基本的差異

といえよう。

Settled Land Actの下での受託者一一一生涯信託受益者(Iifebeneficiary)は、常時、

fee simple (単純不動産権)を売却する権限を有し、その売得金は selLlementの対象とな

る。これに対し、ケベック州の自由ciarysubstitutionの下において instituteが譲渡する

明示の権限を与えられている場合には、その先買は substitutionを破壊し、 institutcは

substihltionに拘束きれずに売得金を受取ることができる。その結果、 instituteに再投資

のための売却権を与えることは危険を伴うことになる。したがって、日duciary substitu-

tion は、財産の譲渡を不可能にする法技術となった Ol~) 。

ところで、 1866年の Codecivil du Bas-Canadaは、 1888年の改正により、第 2章「生

前贈与およぴ遺贈jの第 4節「継伝処分Jの後に、第 4A節として fDe1a FiducieJと題

する新しい節を設け、その第 981a条において次のように規定した。「白向に自己の財産

を処分しうる者は、贈与xは遺贈を受ける者の利益のために、贈与契約又は遺言によっ

て、動産又は不動産を受認者に譲渡することができるjじこの規定により、日ducieに

基づく生存者間の譲渡が、受認省の承諾により、受益者の受益の意思表示如何にかかわら

ず撤回不能となる。この点は、イギリスの信託法と一致しており、その他の点でも類似し

ている点が少なくない。 1977年に改正された Codecivil de Quebec第600条は、第 981a

条仁代えて、「個人の便益又は公益若しくは私益の目的達成のためという拘束を付して財

産権を移転する行為Jを「削ucie行為Jと定義し、第601条により fiducieは「契約又は

遺言によってj設定されるとする(l初)。

しかし、信託宣言に対応する凸ducie宣言によって、それを設定することはできない。

受認者の権原 (title)は、日ducieの終了条項に定められた期限に自動的に終了する。受

認者は、契約を締結した第三者に個人的に責を負うとともない。また cypres (可及的近

似則)も認められていない(1200

(4) Latin America (ラテン・アメリカ)諸国では、 1926年に Mexicoにおいて trust

に関する立法措置が講じられて以来、主として事業性のある tnlst制度を導入しようとし

てきた。これらの国では、 1804年のフランスの Code CivIlの影響を受けて community

property (夫婦共有財産)、 legitim(遺留分)といった大陸法的概念を導入したため、贈

与、遺贈などの手段として trust制度を用いる必要性はほとんどなかった(122)0 Brazil， 
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Argentina， Colornbia， ChUe， Peru， Cuba I討旦イ射す社債信託却すを認めている o これに対

し、 Mexico，Puerto Rico， Bo1ivia， Costa Rica， Guatemala， Panama， El Salvador， 

では、はるかに広い範閤に買って trustが摂取されてきた。とはいえ、 Latin

America諸国における trustの導入は、「部分的継受j として性格づけることができょう

(J23) 
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3 オランダ古法圏における bewind

(1) The Netherlands (オランダ)では、ナポレオンが1809守に伝統的な法慣習に合致

しない Code Civilの翻訳を命じ、翌年その法典を施行して以来、オランダの法慣習と

Code Civilを調和させようとして、新民法典の起草が試みられてきた。 1830年代に完成

をみた BurgerlijkWetboek (パーガレイク・ヴi トブックニ民法、典)は、その成果の一

つであり、 1838年から地行されるに至った。その内容は著しく CodeCivilに依拠してい

たが、その体系的構成は CodeCivilとは異なっていた点が注目されよう(]別)。

1947年以降改正作業を行ってきたオランダ民法典は、 1992年 1月 1日から施行きれた

が、その新民法典は、イキリスの trustにきわめて類似した bewind(削uciaryadminis-

tration=信認的財産管理)として知られる法制度を活性化したの財産の管理権と財産の

受益権とが分離されている点はイギリスの trustと同様であるが、しかし、法的構成の上

で、財産の所有権カf信説的管理人 (bewindhebber: administrateur)ではなく受益者に

あるとみなきれている点では、 trustと異なる。この非所有権者的受託者 (non-owing

trustee)により管理きれる trust類似制度が、 Dutch-bewindないし bewind-irustと呼

ばれるものであるのもっとも受益者は、信認的管理人の同意なしには財産権を譲渡するこ

とができないため、受益者の所有権といっても申"に理論上のものにとどまり、実際のコン

トロールは信認的管理人の手中にある。とはいえ理論上は、資産の所省権が受益者にある

ため、 bewindは次の 2つの点で他の代理形式とは異なった特別の代理形式として法律構

成されている。すなわち、信認的管理人は受益者の代理人として構成され、しかもその代

理人の権限は排他的専属的であり、 bewindの対象となる資産は、ある程度(第三者に対

する責任に関して)所有者の他の資産から分別管理されていた。この 2つの要素の故に、

bewindは、イギリスの trustに類似している商がある (125)。

従前のオラン夕、法の下では、 bewindが適用される可能性は限られ、もっぱら遺言によ

る財産処分として用いられていた。それ故、 bewindはきわめて限定された範囲でのみ英

米の trustの機能を果しフるに過ぎなかったのである。 Bewindは、次の 4つの場合にの

み設定することが可能であった。第 lは、遺言による場合、第 2は、 vruchtgebruik

(usufructusニ用益権) (ローマ法上の人役権の一つ。他人の物をその実質を損なうことな

しに使用・収益する権利)を設定する場令、すなわち、他人の所有にかかる財産に関して

限定的対物権と解される生涯権(Iifeinterest) を設定する場合、第 3に、未成年者に財
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るが、共有物分割ないし管理の通常行為でない処分には、受益者ないし裁判所のお墨付を

必要とする。信認的管理人は善管注意をもって財産を管理し、受識者または裁判所に毎年

報告する義務を負丸信認的管理人の行為は、財産を拘束するが、受益者に財産に対する

権利を超えて個人的責任を課すことはない(J3s)。受益者は、特約条項のない|浪り、 3ヶ月

前の告知により bewindを終了することができる。遺言 bewindは、自然人の一生、法人

受益者の場合は30年を超えて設定することはできない。生存者聞の bewindには、設定者

が将来取得する財産は含まれないが、信認的管理人が資産を売却し、その売得金を再投資

する場合のように、当初の財産の代替物は含まれる。

従来のオランダ法上の bewindの限定的性格は、英米における trustのほとんど無制約

な可能性と対照的であった。 Trustの機能の多くは、オランダ法上、 bewindにょうては

実現きれなかったむ Bewindでは実現できないような場合には、オランダ法上、信認的管

理人に対する fiduciarytransfer of property (信認的財産譲渡)という法技術を用いるこ

とができた D その場合、信認的管理人は、法的には他人の|使用のためにJ自己に譲渡さ

れた財産の完全権を有する所有者となる。同様の効果は、代理人が「自分自身の名」にお

いて行為し、契約上その他の権利を完全所有者として、しかし自己の本人のために取得し

た場令にも生じる。このような場合、英米法上は transferi n trust (信託上の譲渡)とな

るであろう(1JJ)。

従前の民法典では、遺言により、または贈与と結合して設定きれた bewindは、次のよ

うな結果になる。すなわち、 bewind上の所有者は、 bewind財産を売却ないし譲渡する

ことができない。さらに、 bewind財産は、所有者が破産した場合にも、破産者の固有財

産の一部を構成することはない。か〈して、これらの従前の bewindは、無能力者等の生

活の保護を目的とした spendthrifttrust (浪費者信託)的性格を有していたが、1992年の

改止法により、より変化に富んだ法的効果を期待することができるようになった(l刻。

第 1に、遺言 bewindまたは贈与と結合した bewindに関しては、所有者は、信認的管

理人の同意を得た場合にのみ、自己の利益を処分することができる、と規定されている。

第 2に、 bewindが所有者以外の第三者の利益のために設定きれた場合は、 bewindの対

象となっている自己の利益を処分することができる(債務の弁済に充当することができ

る)。第 3に、 bcwind上の所有者は、信認的管理人がその義務を履行するために拘束し

た全債務に対し、第三者に対し責任を有する。 Bewind上の所;有者は、全資産に関して責

任を有し、 bewindの対象となっていない資産に対しても責任を有する。しかし、所有者
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インド諸島)などは、いずれも19世紀初頭までに、オランダ古法である Roman-Dutch

law (オランダ古法)の影響下にあったが、イギリスに割譲後はイギリス法の影響を受け

るに主る。しかし Roman-Dutch]awにおける信託類似制度は、 Dutchbewindに由来す

るといわi1.る。

Ceylon (セイロン) (1972年に SriLankaと改める)は、アミアン条約 (1802年)によ

りイギリスに割譲される以前は、地方の慣習により修正された Roman-Dutchlawの支配

下にあったω 割譲後は、固有法、ポルトガル法、 Roman-Dutchlawおよびイギリス法の

混合した法体系となるが、なかでも Roman-Dutch lawが最も重要である。 1917年に

Trust Ordinanceがイギリスの Trustee Actをモデルとして制定きれるが、 Roman-

Dutch lawの日deicommissum(信認遺贈)による影響が大であるといわれる(J則。

Fideicommissumとは、「本来ローマ法で被相続人 (testator; fiducia設定者)が他人

(白血lciary= fiducia受認者) (通常は相続人)の信義に委ねて、ある物が遺贈受遺者

(白deicommissary二日ducia受益者)に与えられるように懇請し、遺贈の形式を踏まずに

行う終意死闘の出損行為J(139) を指す。 Ceylonでは、この fideicommissarysubstitutions 

(指定受遺者)が認められていたが、現に存在する者に対してのみという制限が付されて

いた。事実上、公益信託を含むイキ :Jス信託法が継受されてきたが、受益者の権利がどの

程度イギリス法上の equitabletitle (エクイティ上の権原)に匹敵するかに関しては疑問

なしとしない(140)。

(3) Republic of South Africa (南アフリカ共和国)も、 1652年から1795年までオラン

ダ東インド会社の支配下にあったため、オランダ古法の影響を強〈受けていた (141)。その

影響は、 1814年のロンドン会議により、 SouthAfricaがイギリスに割譲された後も残る

こととなる。 Republicof South Africaに隣接する Rhodesia(ローデシア)は、その摘

民地として開発され、そこでも Roman-Dutchlawが摂取きれるに至る (142)。これらの諸

国における法は、オランダがフランス型の法典を継受する以前のオランダ法に依拠してい

た。 Republicof South AiricaおよびRhodesiaでは、英米法系諸国と同様、法典は存在

しておらず、制定法も物権法のー側面をカヴァするのみで、大半は裁判所に委ねられてい

た。両国においては、コモン・ロー法域と実質的に同様の方法および目的のために、生前

信託および遺言信託を設定することができる (143)c

Republic of South Africaの法律は、土地に関する遺言信託条項の登録、受託者に対す
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る管理状の発行、 らの担探撞供、 よる投資の形態、 よる

した上での償還、受託者欠歓の場合の裁判所の任命、 unit trusts ット・トラスト)

ついて規制する o 裁判所は、 trustをRomanDutch ]awの用語を用いて定義しよう

と試みてきた。現に遺言信託は、過去において fiduciary(受諾者)は受益権を有きない

fideÎcommissum の特別の形式とみなきれた(l4~) 。

他方、生前信言もは fiduciaのー形式とみなさ札、それは第三者のためにする契約の閣を

もっている。第三者のためにする契約のアプロウチは、 i設定者と受記者とが、受益の意思

をしていない不確定な者に不幸uに、生前信託を合意iこより撤回または修正することが

できる o このアプロウチは、生前信託の下での受話者の財産権が物的権利である

特に受託者の偶人的債権者は信託財産にかかっていけるか査かに関する疑義を提超してき

財産は、信誌の代替としてのオランダの bewindを用いることにより管理者の横権者

から保護される、と考えられている (145)。

(4) Rhodcsia憲法によれば、 1891年 8月四日現在 ofGood Hopeで効力を有し

ていた法がRhodcsia法となり、その後連合王国およびRhodesia議会によっ修正されて

日iこ至っている。Rbodesiaでは、 communityproperty (夫婦共有財産量11)は、 South

Africaとiはま興なワ札、 ar批1吐棋凶t剖ia討婚 姻 前a汐切グめ〉合意) により明示的にそれによる

旨皆』め意思哀

カがf存在しており札、 leg訴it討1I出τn(遺留分)詰制11度ははとんど痕踊跡:をとどめていなしい王 (1附4柑削4ω)。そ

果、 Rhodesiaでは、自由に処分しつる財産が有在していたため、才ラン

を月Jいて信託類似制度が容易に導入きれた (1400 それによれば、間10desiaにおいても

inter vivos trust (生前信託)およびtestamentarytrust (遺言信託)は commonlawの

と実質的に|司じように設定することができる(J48)ο Rhodesia裁判所位、不動産に生前

信託を設定しそれを登記した場合、当該財産は分別された fund(基金)となり、

者の個人的積権者はこれに対してかかっていくことができなくなる、と判示してきた (149)a 

Rhodesia裁判所は、また制定法上の撲権がなくても、承継受託者を任命する権鞭を有し

ている(醐)。
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4 イスラーム法系における wakf

(1) イギリスにおける trust(信託)の起源は、イスラーム法における wakf(waqf) 

(ワクフ)という制度と無関係ではないとする有力説がある ()5l)口一説によると、ローマ法

末期に存在していた piaecausaeとして知られる公義財団が、予言者 Mohammedの現わ

れる前からある形をとってアラビア地方にも存在していた蓋然性が高〈、これが wakfの

ルーツにあたるのではないかと推測きれている (]52)。

しかし、一般的には wakfという制度は、宗教法としてのイスラーム法(アラビア語で

は、 shari'ah(シャリーア)と呼ばれている)に依拠しているとする説が通説のようであ

る(15.1)0 Shari'ahとは、本来水場に至る正しい道(通路、行路)を意味し、転じて人の踏

み行うべき正しい道の意とされる (¥54)。その最高の法源は、 Qur'an(コーラン;クルアー

ン)であり、それを補完する Sunna(スンナ)がこれに次ぐ。 Qur'anとSunnaは、さら

に法学者の一致した合意である AI-Ijma(イジュマー)等により補充されている。

ところで、 Qur'anの中には wakfについての直接の言及は見られない。しかし、

Republic of Turkey (トルコ)における建物および農地の75ノf一セント、 Democratic

and Popular Republic of Algeria (アルジエリア)ではそれらの50パーセント、 Tunis

(テ斗ニス)ではそれらの約 3分の l、ArabRepllblic of Egypt (エジプト)では約 7分

の 1、IslamicRepublic of Iran (イラン)では約15パーセントが、 OttomanEmpire (オ

スマン・トルコ)解体前後に wakfの対象になっていたといわれる。伝承された逸話によ

れば、 Farruk Omar ibn-al-Khattab (カリフ 634-44)は、予言者 Mohammedに、

AUahの神に喜ばれるためにKhaibarにある財産を喜拾すべきか否かを問い質したとこ

ろ、「それが売買されたり、贈与または相続の対象とならないように、保持しておき、そ

の収益を貧者に配分しなさいJe答えたといわれる(J毘)。別の典拠によれば、 Omarの質

問に次のように答えたともいわれる。「財産を流用できないようにし、その用益権を人の

ために喜捨しなさい。それを売買したり、贈与または相続の対象としてはならない。その

果実は、 AUahの立場にいる子供、親族および貧者のために喜拾しなさいJ(出)と。モス

ク、学校、病院、墓地、公共浴場、救貧院への寄附といった公益的態善的目的のための

wakfの有効性が問題とされたことはないが、その理論的根拠に関しては必ずしも意見の

一致をみてきたわけではない。

Wakfの目的ないし動機は、時代ないし階層によって異なるが、 J::.述の喜捨精神による
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Trustの設定者に相当する wakfの当事者は、 wakif(ワキフ)と呼ばれ、受託者に相

当する者は、 mutawalli(ムタワッリ)と呼ばれる (Egyptでは、 nazir、場所によって

は、 kaiyirnと呼ばれている)。

大法官 AbuYusufによれば、 mutawalllの指名は waldの有効要件にとって本質的な

ものとはされていない。これに対し、 ImanMohammed ash-Shaybaniは、 mulawalIiの

指名なくしては設定行為は不完全であるとする。同様に前者は、財産の占有の引渡は

wakfの有効な成立要件でないとするのに対し、後者は、 wakifや自己を mutawalliと宣

言しないかぎり、 mutawalliに対する占有の引渡が要件となる、という立場をとる。いず

れの立場をとるにせよ、 wakifの所有する財産の存在自体は、 wakf設定の本質的要件で

あるときれる。 Wak[の対象物は永続性を有し、用益権を生むものでなければならない左

されることから、主として不動産が対象となる。これに対し、動産に関しては学派により

意見を異にする。 Hanifite School (ハナフィ一派)は、馬、ラクダ、武器等も可とし、

Shafite SchooI (シャー7ィイ一派)は、動産であっても原則として不動産と同様である

とするが、 MalikiteSchool (マーリク派)は、その範聞をさらに用益権にまで拡大する

(1臼)。

Wakf財産は、 mutawalliによって管理される。その職務権限は、大陸法上の補佐人な

いし英米法上の後見人のそれに類しており、 fiduciary(信認に基づく)権限および義務

を有するが、その管理する財産の所有権は有していない。 Wakifが mutawalliの指名を

しない場合、 ImamsAbu HanifahおよぴMohammedash‘Shaybaniによれば、 wakfは

成立しないとされた。これに対し、大法官 Abu Yusufによれば、 wakfは有効であり、

wakifはmutawal1iであるとされる。この場合は、英米法上の declarationof trust (信

託宣言)に類するといえようか。 Shγitejurlstsもwakfを有効とするが、その場合は受

益者が mutawaIlisになると考えた。 Malik法の下では、 wakifは mutawalliになること

は許きれない(則。

最初の mutawal1iは、 wakf条項により指名されていることが多く、それ以降の mut-

awalli についても、 wakf条項が、その地伎の承継手続を定めているのが通例である。そ

の地位は、 wakjfの男系の直系卑属の長子に限嗣きれていることが多い。かかる限定がな

い場合には、各 mutawaIliに自己の承継者を選任する権限が付与されているのが例であ

る。場合によっては当分の問、受益者がその空席を補充する権限を付与きれていることも

ある。 Wakf条項に承継手続が規定きれていない場合は、 W亙kifないしその遺言執行者が
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を克服するために考案されたものが、 wakfに他ならない(!刷。

Hanifite派の創設者である ImamAbu Hanifahによれば、家族(子、孫、直系車属)

の扶養は、原則として wakfの目的となしえないとされていたが、大法官 AbuYusuf'土、

walcifの死亡前に wakfが設定されている限り、自己の財産の全部であると一部であると

を問わず、家族の扶養のために wakfの対象とすることができる、と判示した (170)c この

半IJ決は、自己の家族を扶養することは、公的救'凶団体に対する寄付と同様に、慈善目的の

一つであるとするイスラーム教の教説を反映したものであった(¥?l)。

この教説は、 HanifiteSchoo1の通説となり、他の法学派も、 wakifの直系卑属のため

に設定する wakfは、最終的残余権者が公的救・|血間体であるかぎり有効である、とする説

をとるにy.った。 Ottom;;mPortε は、士J也保有の極端な紺|分化を防止するために、私的

な家族目的の wakfの設定を奨励したのI-Ianafite Schoolもまた、 Imam Mohammed 

ash-Shaybaniの反対にもかかわらず、 wakifは自己を受益者とすることができるとする

大法官の説に従ヮた。この学説は、 Hanbalite School (ハンパル派)および Ibadite

Schoolの法学者の大多数の掠る立場となった。これに対し、 ShafiteSchoolの創設者で

ある ImamMohammed ibn-Idris al Shafi'iは、自己の家犀・家具一式に自分の直系卑属

のための waldを設定したが、 wakifは自己を受益者とすることはできない、とする立場

をとる。このような政策は先例に抵触することがあるにもかかわらず、 ShafiteSchoo1 

は、 'theiman of the Mosque at Machpelah'とし追った官職のタイトルないし「私の父の

長男一!といった集団の名称を用いたり、譲渡人およびその直系卑属のために wakfを設定

するわら人形(名目だけの当事者)に不動産を譲渡することによって、この制限を凶避し

ようとする n 学派によっては、いかなる利益からも wakfを排除する点で、より厳絡であ

る。たとえば、 Malil<iteSchool は自己を mutawal1iに指名する wakfの設定を認めてい

ない。さらに、 Abu Yusuf大法官と Imam Mohammed ash-Shayboniは、いずれも

Hanafite Schoo]に属するが、公的救a凶に対する最後の残余権者が明示的なものでないか

否かに関しては意見を異にする。大法官および ShafiteSchoo]の指導的法学者は、 wakif

0)直系卑属のためにする wak[宣言は、最後の残余権者が必然的に貧者になると黙示的に

解されるが故に有効で、あるとする立場をとるが、この点に関しては同学派の聞に意見の相

違が見られる(112)。

時代の推移につれて、 HanafiteSchoolは近東およびインドの西方、 MalikiteScoolは

アフリ力の北部、西部および中央、 Shaf1teSchoolはアフリカの東部、マレーシヤおよび
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であるのに対し、 wakfには柔軟性がなく、現代的なニーズに適応できない点にあるとい

えよう (lmo 第 2次大戦後、エジプトなどを中心に特に相続法の分野でwakfを適用でき

る場合がかなり制限される傾向にある ο

-47 -



IV 

ないし

を

において、

るtrust 、 trustはみたかも

る国ない

し

ity 

title (コモン明収

title interest'土、 interestを

とた

とをってきたお拍α

ることにな

1 1)ヒチンシふタイン(ドイ

ドイツ trust (J) 

trust the. 

ory iま

で

る {コモン''0

によ

を

していくことができ

し ってそ した

とることカずで、

を る メリ

会iこおHるbusin怒55trustとして

会」
冷脚

」拙 もと trustを ~ 

ことも認められるよう iこなった

48 



2 ルイジアナ(フランス法圏)

フランス法圏に属するアメリカの Louisiana(ルイフアナ)外|は、カナダの Quebec

(ケベソク)州と同様、 1699年から1762年まではバリ慣醤法の影響下にあったが、 1762年

にスペインへの割譲後、 1769年にスペイン法の支配するところとなり、その状態は1803'1主

にアメリカ合衆国へ割譲した後も継続することとなる。その後、 1808年および1825年にフ

ランス民法典の摂取が行われるが、 1870年の現行民法典において、フランス民法典を全而

的に摂取することとなった。その結果、 substitutionおよび fideicommissaは禁止され

(川、両親、子、未亡人に対する遺留分(1egitum)制度が導入きれた。この substituti on 

と負deicommissaの禁止が、 trustを摂取するさいの障害となる。しかし、その後かかる

障害は徐々に除去きれ、 1920年には一定期聞の利益信託が認められ、 1938年には Trust

Estates Actという北アメリカにおける最初の完全な I信託法典Jが制定されるに至る。

この TrustEstates ActとCivi1Codeとは必ずしも整合的ではなかったため、その難点

を克服するために、 1964年に LouisianaTrust Codeが制定された。それは、 Ame了ican

Law Instituteの起草にかかる Restatementof Trustsに準拠したものであり、その影響

を受けてルイジアナ州は信託に関するかぎり、コモン・ローの法域となったとみることが

できょう(問。受託者は「信託財産に係る権原 (tiUe)が移転された受認者(負duciary)

を管理者 (administraLor)J 左定義したことは、その-~Jl現であり(第三者に対し財産上

め権原を対抗するためには、登記が必要とされた)、 Louisiana州の信託に対する基本的

アプロウチは、大陸法系の枠組の中で可能なかぎり英米の信託の概念、を摂取しようとする

試みであったの

最大の争点は、受託者の所有権が大陸法的伝統によって要件とされてきた絶対的不可分

的なものであるか否かという点にあった。この争点は、 1980年の Reynoldsv. Reynolds. 

388 So. 2d 1135 (1980) において提起される o Louisiana 州最高裁判所は、受益者の権利

を完全権以下のものとし、信託財産に対する権原は受託者に帰属する旨、判示するに至っ

た。このことは、大陸法的伝統の強い法j或であるルイジアナ州が、英米法的信託を摂取し

たことを判例上確認したという意味を有するのしかし、英米法的な contingent remain-

ders (未雄定残余権)、 powerof appointment (権利取得者指名権)などが受け入れられ

なかったことは、 Louisiana州法の大陸法的性格に基因するところが大きいといえよう

(¥33) 
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Louisiana Trust Coc1eには、比較法的にみていくつかの特色が見られる G 第 1に、生

前信託(intervivos trust)は、公証人および‘2人の証人の間前での真正な行為 (authen-

tic acl) または設定者により 2人の証人の面前で署名され、設定者または証人の 1人の宣

誓供述書 (a伍davit)によりそれが真正であることを認められた書面によってのみ、設定

することができる。第 2に、 decJarationof trust (信託宣言)により設定者が自ら受託者

となることはできず、設定者または受益者とは別の受託者が少なくとも l人は存在するこ

とが必要であるo 第 3に、受託者は、裁判所の許可なしに辞任することができる。第 4

に、受益者はすべて、原則として trustの設定前に懐胎していなければならない(]目的。

以上の大陸法的修正を除けば¥Louisiana Trust Code は合衆国の他の州で適用されて

いる信託法を正確に反映したものであり、英米の trustの柔軟性と有用性を兼ね備えてい

るといえよう α

3 スコットランド(オランダ古法圏)

オランダ古法を基盤とする Scotlandでは、 Unionwith Scotland Act 1707 (スコント

ランド合併法)により、 trustexecutorship (遺言執行者の職務)と並んで GreatBruain 

が成立する以前から、出有の制度として trustが存在していた。 1707年以降も、 pdvate

right (私的権利)は、スコットランド人にとっても有用でないかぎり、 Scotlandには適

用されず、従前の法で維持されることとなったため、従前からの trustの法理が適用され

ている。 Scotlandの trustは、ローマの凸deicommissumに起源があるとする説、封土

制度に起源、を求める説などがあるが、いずれにせよある範囲でEnglandの影響を受けて

いることは間違いない(J制。 Scotlandでは、 Englandと異なり、エクイティ裁判所という

独立の裁判所が存在していなかったため、コモン・ロー上の財産権 Oegal interest， 

estate， ownership) とエクイティとの財産権 (equitableinteresl， estate， ownership) と

を区別した上で、両者を共働させるという発想が定着しなかった(J凶)。きらに、 Scotland

では信託設定者を“trustor"と呼び、“settlor"という用語は用いていない。往時は、信

託を「寄託と委任の混合したものJと見る説も存在していたが、現在では、設定者は、受

益者の権利により命1]約を受けている受託者に、すべての権原 (title) を付与するものと解

きれている(167)" Englandと較べて最も重要な違いは、 Scotlandでは動産に関し遺贈の自

由に制限がある(legitum=遺留分制度の存在)ため、配偶者、子供などは遺言に対し異

議を申し立てることができる点である。換言すれば、 Scotlandでは動産に関する完全な
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遺言の自由は存在していないことになる。動産の trustsを証明する場合でも書面が要件

とされる。この点も Scotland的特徴といえよう(糊)。

以上、 ドイツ法圏に属する Liechtenstein、7ランス法圏に属する Louisiana州、オラ

ンダ古法を基盤とする Scotlandなどの大陸法系諸国ないし法域における英米法系の

trustの継受について概観してきたの大陸法系に属する法域で立法措置により trustsを摂

取した事例としては、以上の他に PuertoRico， CubaおよびMexicoを挙げることができ

ょう([制。このように今日の世界にはいろいろな法系、法問、法家族が存在しているが、

その中で最も重要なものは、ローマ法を継受した大陸法系とゲルマン法を基調とする英米

法系とのこつである。両者は、それぞれ独自の法文化的伝統と歴史とを有しているため、

両法系聞には相互的理解を阻む深い溝が存在しており、 trustとTreuhandないし fiducie

との聞には、はっきりした一線が画されてきた。しかし、大陸法系といっても一枚岩では

なく、ゲルマン法に由来する Treuhandとローマ‘法に起源を有する白ducieとの間にも微

妙な差異が存するの

4 日本(大陸法系)

(1) わが国では、明治以来、大|筆法の全面的継受が行われてきた。したがって、わが国

の法律家は、大陸法系のドイツ法やフランス法に対しては親近感を1嘆いてきたが、英米法

に接する機会は比較的乏しかったといえよう o

このような時代的背景のもとに、大正時代に入って間もなく「信託法案Jの起草が企て

られる。当初は California Civil Code (キャリフ庁ーニア州民事法典)およびlndian

Trusts Act， 1882 (インド信託法)を範とし、最終的にはイギリスの先例およひ向学説に依

拠して、 ドイツ法的債権説の立場からの修正を受けつつ、大正11年に「信託法|が成立す

る(公布・地行)巴

したがって、英米で育成された信託制度は、大陸法系に属するわがね法体系の下で、は、

「水の上に浮ぶ泊jのような異質的な存在であった。わが国の通説は、信託と大|控法とを

調和させる方法として、いわゆる債権説の理論桝成を採用することとなる。

では、信託の日米比較を行う場合、その前提としてどのような法文化的な「溝jが存在

するのであろうか。

アメリカの o.W. Holmes (ホウムズ)裁判官は、 1881年に公にしたアメリカ私法の古

典的名著“TheCommon Law"の事者頭部分で¥“Thelife of the 1a w has not been logic : 
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it has becn ，，(!掛という従来の法思想にどヮて衛盤的な発想 し

によって裏づけられた判断ないし直観(第六感)といった論理よりももっと人潤臭い微妙

なものが法を形成する、という発想がそれである O

英米法系の法律家は、事件の事災関係に却して妥当な解決を与えるごとを重視

し、 ドイツ法問のパンデクテン法学に典型的に見られるように、法を体系化し、明維な論

理で一貫した理論的説明を行うことには、大陸法系ほど関心を示してこなかった。給、別な

いし総論的構築、公法 a 私法の峻)jlj 民事国刑事のtl疫別、物権ー債権のu疫5jIJなどは、その

例である。英米にも、対物権ー対人権左いっ基本的な区別はあるが、大i筆法系のように論

理的峻別それ自体に意義を認めるようをことはしないc むしろ、ある法日的を実現する手

段左して、 u喪男Ijすることに意味があるか岩手かを問題とする。したがって、場合によっては

峻別すること自体が法目的にとって有害であり、主i主色的な中間ゾーンを開拓していくほ

うが、より理想的な法自的の実現lこ資する、あるいは関係当事者の微妙な関係を処理する

ことになる場合には経験的フラグマティックなアフロウチを掠ることになる o 信託は、ま

さに物権，留守雀の中間領域を関妬した典型的法制度といってよい Q

ところで、信託の比較をする際には、 property(所有権)概念の相違に法意する必要

があるのわが[;hlでは、物権の排他性からの帰結として、間~の物の上には互いに相し Eれな

い内容の物権、たとえば所有権が2個以上成立しないという[一物'権主義jあるいは

全*径の概念、を基礎とする「観念的抽象的な所有権概念jが存在する。これに対し、

は、 duaJownership (二重の所有権)ないし divisionof owneτship (所有権の分割)を

めている。それによって、 ownershipは Jegal estate コモン・口一上の財産権)ど

estate (ユクイティ上の財産権)とに分離されることになる

第 3~こ、法措iJ史的には、信託が契約に先行して現われる。一昔I~R正境行(すなわち[手fj

xf約束J)の場合は、完全米般行(すなわち!約束Jxr約束J)の場合より、法的拘束

力が強い。時代的にも{言託が先行し、要物的信託の方が諸成的契約より法的拘束力が強い

と考えられてきている (l9'2)。

第 4に、大!盟法では、中世の教会法に誤'1il訴を発し、 Grotius(グ口ティウス)を経て

l~ousseau (ルソー)に開花し、 Kant(カント)において集大成される「意思理論Jを基

として、アトム化された個人の意思を法縛行為論の中核lこ据えるのに対し、英米では、

を基礎とする|関係主義J的発想ないし「相互的権利義務」を重硯する傾向が強〈

見られる。つまり英米の法待家は、「法律行為」よりもむしろ「当事者の関係Jを重視す
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る(93)。

信託は、その一例であるのわが国を含む大陸法系に属する法律家は、信託を論ずる場合

信誌という法律行為の意思表示から信託法上の諸問題を処理する傾向が強いのに対し、英

米の法律家は、「信認関係J(削uciaryrelation)に含まれる権利義務関係を主として考

える。 Constructivetrust (法定信託、提制信託)が英米で多く設場するのも、この点と

無関係ではない。 RESそl'AMENTOF TRUSTSが、|受託者の受益者に対する義務は、信託関

係 (trust rela ti on)から発生す-るものであり、合意 (agreemcnt) ないし契約 (con.

tracl) に基づくものではない 1(95) とコメントしているのも、基本的には同犠の発煙、に基

づいているといえよう o

信託を比較法的に考察する場合、出発点においてこのようなマクロ的観点から見た法文

化的発怨の異同に留恵:することが必要と思われる。

日本の信託法は、 California Civil Code (キャリフ才一ニア外|民事法典)および 1n-

dian Trusts Act (インド信託法)を母訣左し、イギリスの先イ列・学説を県取して、信Ij定法

という形で継受されるに至ること、前述のとおりである。

しかし信託法がいったん成立するや、一般にわが国の信託法学者は英米信託法をかえ

りみず、通説はドイツ法的に再梢成された債権説の理論構成を用いて信託関係を説明して

きた。「信訴の設定Jないし|ー信託行為jを「契約|として構成してきたことは、この聞

の事情を物語る一証左といえよっ。わが国に伝統的な債権説の立場、はもちろんのこと、こ

のような通説に対する不満を出発点として英米法的構成を摂取した現在の有力説において

も、信託行為は第三者約款のついた[信託契約jとして構成されており、伝統的なドイツ

法的債権説の発想から完全に|司由ではないように忠われる(195)。

これに対し、英米法系においては、「信託一|および「贈与|は、いずれもわが国の法的

構成とは異なり、ともに物権的に構成され、|一契約Jと区別されてきた。信託と贈与のい

ずれも、財産権を自己の財産圏から分離合いし移転することがその成立要イ'~:.とされてお

り、通常はなんらかの処分(現実の給付)があってはじめて成立する。したがって、英米

法系においては、信託および贈与に測し「信話契約」とか「贈与契約Jといった契約的構

成はとられていない()問。

もっとも、将来信託を設定するという約束は、約因その他契約の要件を具備すれば契約

としての法的保護、を与えられるが、このような信託設定契約は、信託法上の問題去は反別

された契約法上の問題として法的に処理きれてきたのである (98)。
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者への完全権の移転とその債権的拘束とを結合した点に、信託め法的構成の特質がある。

これに対し、英米では、受託者の権手Ijは、受託者に信託財産の名義と管理権を与え、そ

の名義と管理権の分裂を埋めているのが、受託者の忠実義務(Ioyalduty) に他ならない

0)2) 

わが国では、信託行為を契約的に構成する結果として、|委託者|と|受託者j という

契約当事者を中心に信託関係が展開する Q これに対し英米では、いったん信託が設定され

ると、 i委託者」は信託関係から退くことになる。その結果、信託関係は、|委託者jと

「受託者」との関係としてではなく、むしろ「受託者」と「受益者」の関係として展開し

て行くことになる o もっとも英米でも、委託者が修正権なり撤回権を留保している場合に

は、委託者が顔を出すことが制度的に容認されている。しかし、このような特約がないか

ぎり、信託設定者たる委託者は、信託という土俵から退いて、受益者と受託者との関係と

して I人少きするようになり、委託者はいかなる請求権も有きなくなる(加)。

(3) わが国では、信託を契約と構成するため、受託者は契約当事者として不可欠とな

る。これに対し、英米では、生前信託であると遺言信託であるとを間わず、「信託は、受

託者が欠けても失効しないJとぎれる。そもそも長託者が指名されなかった場合、指名さ

れた受託者が死亡した場合、信誌を承諾しなかった場合にも、信託が失効することはな

い、とされる(捌)むこのことは、何を意味するであろうか。このことから、信託設定行為

は、委託者 1人 1イ聞の意思表示だけで成立する rJ刺虫行為Jとして性格づけられないであ

ろうか。いずれにせよ、契約の場合と異なり、受託者ないし受益者による承諾は要件とき

れていないことに注意する必要があろう G

もしそうであるとすれば、「信託設定行為Jは、「信記宣言Jおよび「遺言信託」の場合

と同様、 rl単評
最後に単独行J為匂的信託の法的拘束力に関する要1物物性カかt問題となろう九o この点に関しては

わが国てで。も学説上微妙な芳:異が見られるが、田中説に見られるように、単なる意思表示な

いし合意だけでは法的拘束力を欠き、法的拘束力をもつためには「処分」を必要とする、

という意味で要物性を要件とするのが一般的である。それl氏、信託設定行為は、「要物的

単独行為」ないし i物権的単独行為Jeして性質決定することができるように思われる

印刷

以上を要するに、わが国の信託法は、 ドイツのパンデクテン法学の影響の下に、総じて
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はすべて対抗することができる。すなわち、受益者は、信託財産が受託者からその相手方

または転得者の手仁一渡ってもその物自体を取戻すことができ、また、信託財産自体を取戻

すことができなくても、それが変形した substitute(代位物)に対して追及権を行使する

ことができる。わが国の信託法第31条は、「受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分

シタルトキハ受益者ノ¥相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得」と規定するこ

とにより、英米法的追及効を取消権によ勺て生じさせ、但書で「信託ノ登記若ハ登録アリ

タルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テノ¥相手方及転得者二於テ其ノ処分

カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重犬ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキ

ニ限ル!として、 bonafide purchaserの中の知不知(普-意悪意)の要件を組み入れてい

る(英米に特有な有償無償の区別は取り入れられていないことに注意)。この第31条と

「信託財産ノ管理、処分、滅失、段損其ノ他ノ事由ニ閃 1)~受託者一ノ得タル財産ハ信託財産

ニ属ス」とする第14条の規定により、わが国の信託法は、大陸法的民法との整合性を保ち

つつ、大陸法的枠組の中で可能な限り、英米法的な追及効を取り入れることに成功したと

いうことができるであろう O
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第 2部各論

ヨーロツノマおよびイスラムにおける

信託および信託類似制度



盟副圃~

第 1章 フランスにおける信託類似制度

1 はじめに

2 若干の類似制度の検討

(1) Fiducie 法草案

(2) Fondation 

(3) Association 

(4) Societe en commandite 

(5) SICA V . FCP 

3 社債管理制度の検討

(1)社債管理の必要性と信託

(2) フランスの社債管理

(3) 信託との比較

4 むすぴ



1 はじめに

(1) 信託 (Trust) という法制度を英米法特有のものとして理解すれば、英米法闘の外

においては、法制度としての信託は存在しないことになる。しかし法制度としての信託

も、社会を構成する私人聞の私的利害の合理的調整をめざす lつの法制度であり、当該社

会ごとの閲有性による濃淡はあるにせよ、私人の利害は社会の相違を超えての共通性があ

るから、一定の利害調整を果すべき機能において、英米法閣の外にあっても、信託類似の

制度が認められるはずである。そしてこのような機能に着目した比較法研究を、それぞれ

の闘につき行なうことにより、信託と信託類似の制度との法制度としての長所・短所とが

明らかになる。このことは、当然のことながら、わが国における同様の利害調整の法制度

の革新・改善についても悼益するところ大であると恩われる。本稿は、以上の問題意識か

らする研究の第 1歩として、フランスにおける信託類似制度を検討するものである。

(2) 検討の順序としては、まず 2において英米における代表的な信託の利用形態に対応

するフランスの類似制度をいくつかとりあげる。次に 3において、一見対照的な法的構成

をとると忠われる社債管理制度を検討の対象とする。とれらは、いずれも信託と信託を制

度として原則としてもたないフランスの信託類似制度との地較検討であるが、本稿の問題

意識からすれば、 2においては概観的な、 3においては、各論的な検討を試みたつもりで

ある。そして 4において以上の検討をまとめてむすびとする。

2 若干の類似制度の検討

(1) Fiducie法草案1)

(対 フランスは、 1991年11月26日に、ハーグ国際ね法会議採択の1984年の信託の準拠法

及び承認に関する条約を批准したD その結果、フランスの居住者は、外国において信託を

設定し、その利益を享受することが安心してできることになるが、その一方で、フランス

に圏内おいて信託を設定し、その利誰を亨.受することは、依然として、原則的に違法のま

まにとどまる。このことは、外国における信託の設定・利則の増加、すなわちフランス園

内における投資・収入の減少を惹起しかねない。そこでフランス政府は、前記条約の批准
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Charitable Trustは、その数もきわめて多く、!主く利用されており、社会的にも重要な

役割を果している。従って国家の公共政策とも大いに関係しうるので、 CharitiesAct等

により、国家も一定のコントロールをするようになっている。

(イ) フランスでは、宗教改革はイギリスほどには教会の地位に影響を与えなかったの

で、慈善的・公益的等の需要の担い手は、依然として教会であった。この場合、教会に拠

出された財産は財産自体としての独立性はもたず、教会所有とされた。しかし1789年の大

革命は、この状況を一変きせ、教会は葱善的・公益的等の需要に大きく応えるべき役割を

痕失した。かかる状況のなかで、 Fondationが利用されることになった。

(吋 Fondationには、 2つの方法が認められる。第 1は、法人組織をとるものであり、

第2は、契約による方法である。

第1の方法は、ある人が一定の財産を一定の目的のために提供することを管轄官庁に申

請し、それと同時に、その財産を受け入れて Fondationとして運用するための特別な法

人格を有す組織の設立の許可を受けることによって行なわれる U この方法による場合は、

きわめて厳格な国家による監督を受'けることになる。

第2の方法は、いわゆる第三者のためにする契約 (Stipulationpour autrui)によるも

のである U この場合、受益者による受益の意思表示が必要ときれ、諾約者が法人であると

きは、管轄官庁の承認が必要とされる。

第1の方法と第 2の方法とでは、国家による介入はもちろん前者が厳しい。しかし実際

には、第 1の方法が一般に利則され、第 2の方法はほとんどない。

(3) Association 

(司 英国においては、 Clubや Societyが広く存在する。これらは、一般に信託の制度

による場合が多い。それは、 17-18世紀には、法人を設立するには国土の特許を必要とし

たため、信託が利用されたことによる。 Clubや Societyは、メンバーの利益のために一

定の財産が信託され、それにもとづき活動が行なわれる。そして信託を利用することによ

って、有限責任-訴訟当事者適格・財産所有などの問題が合理的に解決される。現代では、

法人の設立は容易になったが、信託によるものが依然広く利用されている。この主要な理

由のひとつは、信託では私的自治が原則的に認められ、国家の介入の余地が少ないからで

ある。

(イ) フランスでは、大革命において結社そのものに対して敵対的であった。この点は、
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1808年商法でこの企業形態に関する規定が設けられ、法人格を与えられた。この企業形態

(合資会社)は、英国の Business Trust に類似する制度である。すなわち受託者

(Trustee)は、無限責任社員に、受益者 (Beneficiary)は、有限責任社員に、それぞれ

対応して理解きれうるからである o

Societ邑encommanditeにおける commanditeとは、合同出資を意味し、当事者の一

方が金銭商品等の財産を他の一方に交付し、後者がその利用運営の結果、利益を実現して

これを相互の間で所定の割合で分配するための財産出資て治る。有限責任ネ1:員は、会社事

業の管理に参加せず、その責任はけ1資に限定きれ、第三者との外部的な取引には関与しな

い。無限責任社員は、事業の管理を行ない、第三者と取引をし、また会社の責任につき無

限責任を負う。

(5) SICA V ' FCP (3) 

(対 英国では、株式等の投資の制度として信託が利用される。これは、株式等の投資を

実行する Managerが、!受託者との問で Trust Deedを締結し、その受益権 (Beneficial

interest) を分割化した Sub-unitを公衆、すなわち受益者 (Beneficiaries)に販売する

仕組みをとる。 Managerは、通常は株式フーローカーであり、ひろく分散投資を行なうが、

投資された株式等の Equitableowner、すなわち受益権の主体となり、これを細分化して

公衆に販売することになる。受託者は、通常は銀行・保険会社であって、 TτustDeedの定

めに従い、 Managerの監督及ぴ受益者の保護を任務とする。また受益者の利誌のために

株式の議決権行使も行なう。

μ) フランスでは、 1920年代末に、 Societeanonymes (株式会社)の形式での投資会社

ができたが、法人税と配当課税の二重課税により、うまくいかなかった。しかし1952年に

二重課税を生じさせないための法改正がなきれ、それによって投資会社の発展の基礎がで

きた。 1957年には、 Decτetn()57-1341 du 28 dるcembre1957が制定され、いわゆる Upen-

end形の投資会社についての法的整備がなされた O

(苛 1979年に1957年の DecreLは廃止され、 LoinD 79-12 du 3 janvier 1979が制定きれ、

Open-end形の投資会社として、 Sod白色 d'investissement a capital variable (SICAV) 

の設立・運用を規制することになった。その後、 LoinO 88-1201 du 23 dεcembre relative 

organismes de placement collectif en valeurs mobili邑reet portant cr匂 tiondes fond 

communs de creancesが制定きれ、現在はそれによって規律される。
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開園田--

(イ) わが国のこの点についての規制は、無担保社債については商法だが、担保付社債に

ついては、担保附社債信託法の適用がある。無担保社債では、募集の受託会社(商法304

条・商法中改正法律施行法56条)が社債の管理について一定の権限を与えられているが、

法律上その設置が強制されるものではなれ任意のものである。募集の受託会社は、その

用語の響きに拘らず、信託の受託者でないと解するのが通説である(委任 a 準委任の法理

による規制)。従って無担保社債については、通説によれば、法律上の制度として信誌は

用いられていないことになる。

これに対して担保附社債の方は、狙保の受託会社の設置が担保附社債信託法によって強

制されており、少なくとも担保の管理においては、担保の受託会社は信託の受託者である

と異論なく解きれている。これは、非常に多数の社債権者のそれぞれを独立の担保権者と

して扱うことの困難性を主たる理由とする G 従って担保附社債では、信託の制度が利用さ

れていることになる。

(サ ところで英米法圏てすま、社債の管理の仕組みとしては、信託としての受託者がおか

れるo 米国では、受託者の設置は無担保杜債の場合も含めて原則的に強制であるが、英国

て怯任意とされている。受託者は、社債権者の利益を守り 、また管理のために一定の権限

を与えられているn

受託者が設置きれる理由としては、第 iに、社債権者は公衆であって、自己の利益を守

る能力-手段が-殻に欠如しているこ左であるの第 2に、株主とは異なり、社債の発行会

社の管理・運営に参加できず、社債契約によるほか発行会社をコントロールしえない。第

3に、社債は償還まで長期を要するので¥社償契約締結後に種々の事態の変化が起こっう

るが、受託者に一定の権限を付与することによって、かかる事情の変更に対応しうるから

である。

従って受託者の任務としては、第 1に、発行会社が社債契約の各条項を遵守しているか

の監視である(例えば、財務制限条項の遵守)。第 2に、先行会社が行なう一定の行為

(例えば、発行会社の営業の譲渡等)について、社債権者の利益確保の視点から判断して

の承認・拒否である。第 3に、社債権者に対する情報の提供・通知である。第 4に、社債

権者の利益を保護するために必要かつ有益な行為の実行である。

以上の通り、社債の特殊性であるその大量性、長期性、公衆性から生ずる種々の問題点

に対して、社債権者の剥益を確保するため、すなわち社債管理の必要性にJ;芯える制度とし

て、信託はきわめて適当な仕組みということができるのである。
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る Assemblée(社債権者集会)及び Assemblée で選出される 2~3 名の Administrateur 

(管理人)からなる o Assembleeは、最高の意思決定機関であり、必要に応じて開催きれ

る。 Administrateurは、じomit長を組織し、社債権者の利益のために行動し、 Statut{定

款)で定められた任務のほか、 A岱 embl伐の決議を実行する。

かかる Soci邑tecivileの形成は、社債の発行会社がStatutを作成するところからはじ

まる。 Statutにおいて Societecivileの組織・権限分配等が定められる。 Statutは、 Pro-

spectus(目論見書)に記載され、またその重要規定は社債券面にも表示される n Ob-

ligataire li，社債の購入によって Statutを受け入れる合意があるとされる (laforme d' 

un contrat d'adhesion)ロ

Societe civileの社債権者保護機能は、 ComiteのAdministrateursの活動による。発

行会社は、 Administrateurと交渉すればよいから、すべての Obligataireを相手とする

必要がない。また Societecivileには法人格が認められるから、 Soci邑tecivileの名義で

担保権等の取得も可能となる。

(明 次に TVlassed回 obligatairesはどっか。 1935年法の Ma出ヒ desobliga tairesには、

次の重大な欠陥があった。すなわち Massedes obligatairesがいかなる権限を有するか

について明確な規定がなかったことである。その結果、法律に明定されていないことは、

原則に戻ることになり、各 Ob1igataireの個別の同意が必要と解されたからである。

1966年会社法は、 Massedes obligatairesについて詳細な規定をおき、 HJ35年決の欠陥

を除去した。以下にその概要を示す。

社債が発行されると、同ーの回の Obligataireは、法律上当然に Massedes obligatair-

邸を組織するものとされ、法人格が与えられる。その内部組織は、 Ob1igataire，Ob-

ligataire全員で構成される Assemblee generale (社債権者集会)及ぴ 1~ 3名の Re-

presentant (代表者)からなる。 Repr色 entantは、 Assembleegen邑raleで選出される

( 3名を超えではならない)ο もっとも緊急の場合は、利害関係人の申請によって裁判所が

選任する。

Represen tan tは、 Assembleeg邑neraleの決議による制限を除き、 Obligatairesの共通

の利益を守るための一切の管理を行為をなす権限を有する ο 処分行為は授権がなければで

きない。権限の行使は、 Masse de obligatairesの名において行なっ。その報酬は、 As-

sembleeで定められ、発行会社が負担する。

Assemblee generale は、いつでも開催でき、 Representantが決まってからは、 Re-
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4 むすび

社会の特定の需要に応えるために形成される法的構成は、それぞれの社会の伝統・基盤

によって様々なものとなる。しかしその特定の需要が共通性を有するものであると、法的

構成の差異に拘らず、その機能は非常に近接してくる。我々は、機能を分析し、比較検討

することにより、法的構成の意義をより明らかにすることができる。そしてかかる研究を

進めることによってより良き法的構成が、場合によってはその移植をも含めて、可能とな

る。本稿は、その全くささやかな試みにすぎないが、こフした研究を今後一層進展させる

ことを期してむすびとする。

(1) 大島俊之「フランスの信託法草案j信託164号30頁以下参照しさらに民raudo， Les 

trusts anglo-saxons et le droit irancais， 1992参照。

(2) (2)以下の記述については、 deWulf，百leTrust and Corresponding Institutions in the 

Civil Law， 1965によるところが大きい。また Fratcher，Property and Trust (Interna-

tional Encyclopedia of Comparative Law vol.VI)のフランスに関する部分、 Mayda，

"Trust" and "Living Law" in Europe， 103 Univ. of Pennsylvania L. Rev.I041 [1955] ; 

Batiffol， The Trust Problem as seen by a French Lawyer， Jじomp.Leg.33 (1951) ; 

Bates， Common Law Express Trusts in French Law， 40 Yale L. J.34 (1930) ; Hefti， 

Trusts and Their Treatment in the civil Law， 5 Am. J. Comp. L.535 (1956)等も参照。

さらに、山本桂一・フランス企業法序説、 Witz，La Fiducie en droit prive francais， 1981 ; 

西沢宗英 rClaudeWitz氏の fiducie(信託)論」信託法研究11号77頁、同「フランスにお

ける I信託j序説，--¥Vitz論文を契機としてj信託135号13頁等も参照。

(3) Martin， Banque.c; et bourses 3e吾d.，1991 (juglart et Ippolito， Trait吾dedroit CommeT-

cial t.7) pp.762-767. 

(4) 日本の社償法については、鴻常夫・社償法(法律全集)、新版注釈会社法(10)、(11)を参

照@米国社債法については、 Landau，Corporate Trust Administration and Manage-

ment， 4th ed. ] 992，英国については、 Gower，Principles of Modern Company Law 5th 

ed. 1992 66.377-382.等参照。きらに江頭憲治郎「社債の管理に関する受託会社の義務と責

任」鴻先生還暦記念、105頁以下、落合誠一「契約による社債権者と株主の利害調整l竹内

先生還暦記念199頁も参照。なおユーロ債については、佐藤敏昭「ユーロ債発行契約の法

的構造についてj鵠先生還暦記念415頁以下、落合誠一「社債受託J(池原季雄編・国際信
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託の実務と法理論)97頁以下等参照。

(5) 例えば、 Motulsky，De impossibiJite juridique de constituer un“Trust“， anglo-saxon 

sous l'empire de la loi francaise， Rev. cri. dr. int. pr. 1948， 451参照。

(6) 菅原菊志「フランスにおける社債権者団体(1)、 (2・完)J法学新報63巻10号56頁以下、 63

巻12号34頁以下参照。 1966年会社法の社債管理については、 Ripert=Roblot，Traite de 

droit conunercial， t.l， 14e ed.， 1991， p.1071以下参照σ

さらに、 Leseuro-obligations eurobonds (Travaux du cen廿ede recherche sour le 

droit d白 marcheset des investiss佃 lentsintemationaux， vol.l， 1972) も参照。

(7) 落合誠一[社償法全面改正問題の若干の検討 社債の骨理を中心として-J商事法務

1096号2頁参照。
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第 2章 ドイツ法の信託と英米法のトラスト

一一ハーグ信託条約の観点から一一

序論本稿の問題点

本論 ドイツの信託と英米法のトラスト

ーハーグ条約の観点から-

英米法のトラスト

II トラストとドイツ法との関係

III 国際私法上の問題

W 結論

補論我国への示唆



序論本稿の問題設定

過去 1世紀にわたって国際私法の国際的伝統一について中心的な役割を呆してきたハー

グ国際私法会議は、 1984年の第15会期での審議の結果、[信託の準拠法および承認に関す

る条約jを採択した。この条約については既に我国においても池原季雄教授が主宰する研

究グループによって優れた研究成果が公刊されている(1)。筆者もこの研究グループの末席

を汚した者であるが、比較信託法の観点から「信託実質法(~)J、「ドイツ国際私法における

信託の準拠法(3)J、「相続法における英米法のエグゼキュタ一、 トラスティと大陸法の遺言

執行者、受託者{4)J について検討するのが筆者の課題であった。 ドイツ国際私法の部分に

ついては、コーイング (HelmutCoing)の見解に依拠してまとめたものであったが、こ

れはコーイング自身がドイツ国際私法と信託法の理論的側面を中心に究明したものであっ

た。その後コーイングは英米法のトラストとドイツ法の信託との比較を踏まえて、 ドイツ

がハーグ信託条約を批准すべきかというきわめて実践的な側面に焦点をあてた論文を最近

公表した(5)。そこで、本稿はこのドイツ法学界の泰斗の最も新しい考え方を紹介し、その

うえでコーイングの所説に若干の検討を加えて我国に対する示唆を得ょうとするものであ

る。

(l) 池原季雄編[国際信託の実務と法理論(トラスト 60研究叢書)j (有斐問、 1990年)

(2) 池原前掲 1-23頁。なお、拙著「財産管理制度と民法・信託法J(有斐閣、 1990年)30-47頁、 59-

66頁にも所収@

(3) 池原前掲24-31頁。

(4) 池原前掲132-148頁。なお、前掲拙著96-113頁にも所収。

(5) Helmut Coing， Ubernahme des Trusts in unser internationales Privatrecht? Festschrift fur 

Theodor IIeinsius， 1991， S‘79-88. 
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本論 ドイツ法の信託と英米法のトラスト

一一ハーク、利ワの観点から←ー

ここでは標記に関するコーイングの見解を紹介することにしたい。

トラストをドイツ法に導入することができるか否かという問題は、 ドイツにおいてしば

しば論じられてきたし、既にワイマル時代にも議論されていた。そこではいうまでもなく

様々な考え方が示されたc そうこうする聞にトラストを導入できる、との方向に向けて新

たな一歩が踏み出されたc ハーク国際私法会議は1982年から 1984年にかけて「卜ラストの

準拠法およびその承認に関する条約」を作り上げ、そのテキストは1984年10月20日に採択

された。大陸法型の法体系を布する幾つかの国がとの条約を既に批准した(イタリア・オ

ランダ・ルクセンブルク)。以十aのような理由からすれば、 トラス卜とドイツの法体系との

関係をもう一一度考察してみることは十分意味があると思われるの

I 英米法のトラスト

1 トラストの場合、財産権はその所有者(委託者 settlor)から他者(受託者

trustec)へ譲渡され、それと同時に受記者はこの財産を管理してその収益を一定の目的

のために利用すべきことが定められる。それによっ 7て個人(~受益者 beneficiary) の利益

または一般的な目的を実現することができる。 トラス卜は大法官が、衝平(エクイティ)

という観点から、受託者自らに課せられた義務が届行されるように監督したことに由来す

る ~ìll度である。

譲渡された信託財産に関する法的権限は受託者に属する。しかし受託者は信託財産を自

己の汗めに利用しではならず、自らに課せられた義務を実現するためにのみ利用できる。

すなわち、受託者は、やIの制限も受けない自由な所有権ではなく、制限的な所有権を有す

るに過ぎないのである。受益者は自分に与えられる収益を請求する権利を有する。しかし

受益者は一定の場合には信託財産に自ら権利を行使することかできる o つまり受託者がそ

の義務に違反して悪意者(この場合過失が認められれはP十分である)に信託財産を譲渡し

た場合である。したがって信託財産については所有権の分有が認められている、というこ

ともできるのである。すなわち、受託者も受益者もともに一定め所有権を有しているわけ

である(1egal-equitable-ownership)0 

受託者に帰属する所有権が制限的なものであることから、信託財産は特別財産を構成す
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る、という結論に至る。それは交託者が死ー亡してもその者の相続財産にはならず、受託者

側人の債権者は信託財産に対して執行することはできない。また受託者が破産した場合に

もその債権者は信託財産に対して権利を有しない。

2 トラストは英米法の領域では極めて多様な目的のために用いられている。そのうち

最も重要なものは次のような場合であろう(l)0 

(1) それは財産、殊に相続財産を受託者に譲渡し、受託者はこれを委託者の親族のため

に、たいていは数世代にわたって管理するものである。そのようなトラストは財産を浪費

しがんな者や取引上必要な経験に欠ける者を保護するために利用することができる(イギ

リスでは protective trust左いい、アメリカでは spendthrifttrustという)。このような

トラストの目的はトラストの対象になる財産の処分を長期間にわたり制限し、受益者から

管理処分権を剥奪する一万で、受益者に収益を享受せしめ、かっそれを保障するものであ

る。このようなトラストは生存者聞の法律行為によってもなしうるし、また特に遺言によ

ってなすこともできる。

(2) 公益目的のためのトラストの設定(公，故!言託charitabletrust) 

これに属するトラストとしては、例えば、受託者が財産から生じた収益を教育や宗教的

生活の助成、貧困者の扶助や公共の福祉の促進を図るために利用するというものがある。

アメリカでこれに属するのが特にいわゆるコミュニティー・トラスト (community trust) 

であり、これは寄付を受け入れて、当該都市の発展を促進するために財産管理を行なうも

のである。

(3) 財産管理の手段としてのトラスト(事業トラスト business trust.投資トラスト

investment trust) 

このようなトラストにおいては、財産所有者はその財産(またはその一部)を銀行に譲

渡し、それによって資産を経済的に効率よく運用させるのである。この穂のトラストが認

められる理由は、著しく多忙な人々、例えば事業に成功した医師や弁護土は自分で資産の

運用についていちいち細かく気を配ることができない、という点にある。アメリカでは多

くの銀行がそのためにいわゆる信託部門を設立した。このよつな目的のためにはトラスト

の他にもちろん代理契約も利用されている a その場合には、銀行と顧客との問の法律関係

はドイツで用いられている寄託契約に対応する(2)。

類似の目的を追求するのがいわゆる投資トラストである。しかし、ここでは「イ同人」が

約一



他の者(例えば銀行や上記の問的のために設す.きれた企業)に財産を譲渡するという形は

とられない。むしろ「多数人jが財産を受託者に委ねるという形をとるのである o 受託者

はこのトラストに基づいて基金を設立・管理し、この資金を特にさまざまな有価証券に投

資する o

その他にも会社(法人)でない人的共同体のためにその財産を管理させる目的でトラス

トを用いることができる。例えばイギリスではクラブのためにトラストを用いることがで

きる。同様に株式会社でも多数の株主の議決権を統一的に行使するためにトラストを用い

ることができる。この場合、議決権を受託者に譲渡するわけである(議決権トラスト

votI ng trust)。

(4) 担保保全のためのトラスト (debenturetrust) 

ここでは、企業が発行した社債の保全のために設定された担保、一般的には抵当権の維

持管1理のためにトラストが用いられるが、受託者が抵当権の管理者になり、必要があれば

換価することができる。

II トラストとドイツ法との関係

ではトラストの構造と機能をドイツ法と比較してみよう。

1 トラストをドイツの法体系の中に位置付けることは直ちにはできないω

ドイツの物権法は一方で(絶対的な)所有権を認め、他方で例えば用益権のようないわ

ゆる制限物権を認める。 トラストはこの分類の中に位置付けられない。 ドイツ法は制限を

受ける所有権を認めてはいないし、既に述べたような受益者と受託者との聞で、の所有権の

分有も認めていない G またトラストをドイツの法体系の中に位置付けようとすると物権と

債権の峻別と矛盾する。一部は(ドイツ法の意味における)債権、一部は物権という受益

者の法的地位はドイツの法体系の中には位置付けられないのである。

そこでトラストをドイツ法に導入することは法体系の重大な変更をもたらすのではない

かと思われる。とりわけドイツの不動産登記法が定める公示の原日IJは結果的に新しく規定

され直す必要があろう。つまりトラストはドイツの現行法には導入できないのである。さ

らにドイツの国際私法もトラストに関する規定を有していない。

2 これに対してドイツ法は、イギリス法のトラストによって追求されている白的がド

イツ法においても法的保'護を受けられるようないろいろな制度を認めている。次にこれを
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検討してみよう。

(1) 親族の利益を図るために財産の流動化を防ぐという目的に関していえば、それが生

存者間の法律行為によってなきれたのか、遺言-によってなきれたのかを区別しなければな

らない。

後者の場合、 ドイツの相続法は BGB第2209条によって長期間にわたって遺産を管理す

ることのできる相続財産管理のための遺言執行を命ずることが可能である。遺言執行者は

相続財産を管理する権限を有する。すなわち遺言執行者はそれ相当の処分権を有するが

(BGB第2205条)、被相続人の命じたところにしたがって収益を親族に取得させるように

する義務を負うこともできるのである。

生存者聞の法律行為の場合には、第一に信託関係を問題にしなければならない。

(2) 公益信託に関していえば、 ドイツ法上は何よりも財団を利用することができる。こ

の場合特に重要なのは権利能力のない財団であると思われる。そのような財団は私見によ

れば信託法が取り扱つべき領域であり、またいうまでもなく負担付贈与とみなすこともで

きる(3)。法人たる権利能力のある財問の場合はこれに対して信託法の問題ではないG

(3) 財産管理の手段としてのトラストに関していえば、個人と銀行との契約が問題とな

る限り寄託知句、銀行法上の契約、事務処理契約、さらに信託も考察の対象となる。信託

の典型例である投資会社との契約の場合には(投資トラスト)、投資会社法に特に定めら

れた規定が考察の対象となる。議決権トラストについていえば、 ドイツ株式法上(第135

条)、顧客の代理人としての寄託銀行が問題となりうる。ここに信託法が介在してくる余

地はない。

(4) ドイツ法上、担保保全のためのトラストに対応するのがまさに信託である。私の考

えの及ぶ限り、 BGBの規定はほとんど適用の余地がない。

以上のようにドイツ法は英米法上のトラストが有する機能をも法的に作り出すのに適し

た一連の制度を認めているのである。

3 ドイツ法で認められた制度の法的効染

ここでは何よりも信託法それ自体を検討しなければならない。

(1 ) まず強調しておかなければならないことは、 ドイツの信託法は既に述べたような英

米法に固有の所有権の分有を認めていないことであるのローγ 法に基礎を置くドイツ法や

大陸法の法体系にとってこのような所有権の分有はそもそも異質なのである。つまり受益
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者ないし委託者は受託者に対して債権的な請求権を有するに過ぎず、何らの物権的な権利

を有しない。

しかし、委託者と受益者の利益が個別j的に類似の方法で保護できないかどうかは問題と

なる G

(2) ここでまず重要なことは、信託財産はトラストの場合においてそうであったよう

に、受託者の固有財産とは別の特別財産を構成する、ということである。このように財産

の集合体を二つに分けることは本稿で議論される条約の中でもトラストの要件として明ら

かにされている(第 2条)。

もし信託財産が特別財産であるとすれば、その結果、実際上も著しく重大な帰結が導き

出される。すなわち、受託者が死亡した場合、信託財産はその相続財産には属きないの

受託者個人の債権者は信託財産に対して執行することはできず、受託者が破産した場合

には信託財産は破産財団には属きない。

第一の原則はドイツの判例上承認されており、第二の原則もドイツ法は同様に認めてい

る。しかし当初この原則は、委託者が自ら受託者に譲渡した財産に限定され、受託者が第

三者から取得した財産には適用きれなかった。つまり受託者が当初存在した信記財産の代

位物として取得した財産には適用がなかったのである(いわゆる直接主義)(4)。この直接

主義はローマ法上の信託においては直接譲渡することが決定的に重要な意味を持っていた

ことに由来する o いうまでもなく連邦通常裁判所は一連の例外を認めている。たとえば、

委託者が金銭を信託口座に入金した場合、受託者が委託者から受領した現金を信託口尿に

入金した場合、第三者が委託者の指図に基づいて委託者に支払うべき金銭を受託者に支払

ったというような場合である。これらの場合においては当該財産は、信託財産に帰属して

いるのである(5)。

学説上はきらに考え方が発展し、いわゆる直接主義そのものを否定できるだろうという

見込みが有力となっている刷。

判例が今後ともこのような考え方に従うであろうことは十分に期待できる。そうだとす

ると、委託者ないし交益者はドイツ法上もトラストと同様の保護を受け、信託財産は特別

財産を構成することになる o

(3) さらに、英米法上、委託者または受益者は、もし受託者がトラストに基づく義務に

違反して信託財産を譲渡し、または自分の財産と混同した場合(例えば受託者が信託きれ

た金銭を自分個人に属する令銭を入金する口座に入金したような場合)には特、に保護きれ
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るo

トラスト法上、第一め場合iこは委託者または受益者は譲渡された物の返還を譲受人に対

して請求することができる。この場合、譲受人が過失により受託者がその義務lこ違反して

していたことを知らなくても返還請求ができるのである。 ドイツ法上はこのような場

合の解決策について様々な見解が主張されている。一説によれば、当該処分は良俗違反ま

たは刑法違反の;場合にのみ無効とみなされるべきである、とされる。これに対して別の見

解は、このようを場合、代理権の鑑捕についての判例において発展してきた原則を適用す

べきである、との考え方に立っている。この考え方は、 トラスト法におけるめと本質的に

悶様の取り扱いに亙るのではないかと思われる(7)。信託財産と受託者の国有射産とが混同

した は、委託者は代位の原則によって自己の持分を分離することができる。もちろ

んこれは各々の持分が確定できることを前提にしていることはいうまでもない刷。

ように、たとえドイツ信託法における委託者と受益者の保護は多くの点においてトラスト

よりも弱いようにみえるとしても、殊に麗接主義を否定してしまった場合には、この委託

者と受益者め保鐘はトラストと比べてもそれほど弱いものとはいえなくなるように層、われ

るO

BGB第2209条に基づく相続財産管理のための遺言執行者といえどもドイツ法ヒ確かに

その者に委ねられた権利の滞繍玉体になるわけではない(この権利は相続人に属する)0 

しかし、遺言執行者は相続財産を管理処分するための法律上一定め明確な権利を有してお

り、それを被相続人の定めたところに従って行使しな付'ればならない。遺書執行者の地位

は時間的制離に服する(原員IJとして30年)。トラスト法も明らかにそのような、もちろん

い点では異なった、時)j~艮を認めている。遺言執行者は相続財産のために訴訟を遂行す

ることができる (BGB

となっている相続財産が遺書執行者の閤有期産とは)}IJの財産を構成すること

は、遺書執行者が相続財産上の権利の帰属主体ではをいことから既に明らかである。相続

財産償権者ではない相続人の積権者は相続財産に対して執行することはできない (BGB

第2214条)口

の処分権を濫用して第三者のために処分をした場合、判例によれば第三

これを知り得たであろう場合には無効である(針。それゆえ相続財産管理めた

執行は、英米法の相続財産トラストが達成しよ 7とする自的に類献した性格を有する制度

の一つであることは明自ではをかろう
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(4) ドイツで投資トラストに対応するのは、投資会社に財産を委託する場合である。こ

のような会社は取得した有価証券を受託者として保有することができる。このような信託

関係は投資会社法に詳しく規定されている。そこでは投資家の利益が特別な規定によって

保護されている(1的。

IU 国際私法上の問題

いよいよハーグ条約の中身に立ち入らなければならない。この条約が定めるのは二つの

問題である。つまり、 トラストの準拠法たる国際私法上の規定(第 1条)と、 トラストを

自国の法秩庁，の中に規定していない国(以下、 トラストを認めない固とする)によるトラ

ストの承認である。

l 国|祭私法上の規定

(1) 条約はどの実体法がトラストに適用きれるのかについて規定している(第 6条以

下、第 7条)。この規定は締約固め一つにおいて設定されたトラストに適用されるのみな

らず、一般的に締約国においてトラストが法的に問題となるすべての場合に適用きれる

(ll)n これにより、 トラストを認めている固にとっては統一的な国際私法規定が作り出きれ

ることになり、 トラストを認めない国にとってはそもそもこのような国際私法規定が条約

によって初めて作り出きれたことになる。なぜなら、 トラストを認めない国の国際私法に

はそのような規定は含まれていないからである。

原則としてトラストを設定する者が準拠法を決定できる(第 6条)。委託者が準拠法を

定めなかった場合にはトラストが特別に関連性を有するのはどの国であるかを確定しなけ

ればならない(第 7条)。

(2) 条約にはトラストについての独自の定義が定められている。それに該当する制度で

あればここで定められている国際私法規定が適用される。

トラストとみなきれる法律関係とは、ある者が一定の財産を他の者(受託者)の管理の

下に置き、受託者が第三者のためにまたは一般的な目的のためにこれを管理する場合であ

る。細かくみると、委託きれた財産は受託者の固有財産を構成するこ主、受託者は委託さ

れた財産についての権限を取得していること、受託者に対してその者が行なう管理行為の

範間内で管理処分権が与えられることが要件となっている(第 2条)。

トラストは設定者(委託者)自身によって設定きれなければならない。制定法によって

課せられる信託義務は条約の適用範開外である(第 3条)。設定の方式についていえば、

-94 -



いずれにせよ書面によって証明きれることが必要である。しかしその書式は特に定められ

ていない(第 3条)。

(3) トラストに関する準拠法がどのような法律問題に適用されうるのかは第 8条が定め

ている。例えば、受託者の選任と場合によってはその解任、そして受託者の管理処分権並

びに信託財産に関する投資、受託者の計算書提出義務等である。しかし、この規定は適用

範聞を例示したものであるときれている02)0

(4) 結果的にみてこの条約が定める国際私法規定は特に二つの点で重要である。第一

に、 トラストを認めない国は、 トラスト法に関する問題が生じた場合、 トラストに対応す

る機能を有するような自国法上の制度の適用を主張することはできず、第 6条または第 7

条によりその適用が認められる悶のトラスト法を適用しなければならない、ということで

ある。第二に、確かにこの条約によって英米法のトラストに関する国際私法規定は作り出

されたが、 トラストを認めない国が有するトラストに対応するような制度についての国際

私法規定は作り出きれていない。条約第 5条はトラストを認めない国の法律が準拠法とな

る場合には条約を適用しないことを明文で定めているからである。

2 トラストの承認

締約国はトラストを承認する義務を負う(第11条)。

(1) 承認め意味は条約中に詳述きれている。すなわち、受託者が受託者としての資格で

訴訟を遂行することができ、必要があれば公証人や官公著の面前に出頭することができる

こと、そして信託財産は受託者の固有財産から分離されること、受託者が信託財産をその

義務に違反して自己の財産と混同したり、譲渡した場合には返還請求ができることであ

る。いうまでもなくこの履後の場合、不利益を受ける可能性のある第三者の権利について

は、法廷地の国際私法によって定まる法規定が適用される(第11条)。信託財産と受託者

の固有財産との分離については特に次のように定められているo 受託者個人の債権者は信

託財産に対して執行できず、受託者の破産の場合、信託財産は受託者の財産としては取り

扱われることはなし信託財産は受託者の夫婦財産を構成せず、相続の効巣も及ばない

(第11条)。受託者は、動産または不動産の登記をする場合には受託者としての地位を登録

させる権利を有する。ただし登記がなされる国の法律上これが不可能な場合はこの限りで

はない(第12条)。

(2) しかし、ここで述べたトラストの承認の効果はこれに尽きるものではない。条約は
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の適用を主張できないのに対して、英米法国はトラストを認めない固め制度(たとえばド

イツの信託)を承認する必要はなしその限りで何らの義務も負担せず、英米法聞にとっ

て一方的に有利なものとなっているのではなかろうか。これがノ¥ーグ条約に対するドイツ

の本音であろう。 ドイツの定説は、既述のようにトラストの法的効果をドイツ法の個別的

制度によって代替させようとしているが、ハーグ条約はこのような見解とは真正面から抵

触するものといえるであろう n したがって、 ドイツはハーグ、条約の批准にきわめて否定的

なのである。

翻って我国はどうであるうか。我国民法はドイツ法とは異なり、民法の体系内部におい

てトラストの法的効果を創出させようとするものではなしその役割は基本的には信託法

に委ねられているのではなかろうか。しかも我同信託法はトラストを導入し(4)、その法的

効果を認めるために制定されたのである。ここに英米法のトラストに依拠した信託法とい

う特別法を有する我国と、そのような特別法を有せず、信託の問題はすべて一般法である

民法およびその判例・学説の展開に委ねられてきたドイツとの違いがある。このような違

いはハーグ条約に対する立場の違いにも繋ってくるのではなかろうか。すなわち、 ドイツ

がハーグ条約の批准に対して否定的であるとしても、我国はもっと積極的であってもよい

のではなかろうか。なぜなら、我国はドイツとは異なり条約でいうトラストを認めない国

には属きないからである。少なくとも理論的にはハーク'条約を批准する意味はあるように

思われる。

(1) 日duciaについては前掲拙著36-37頁参照。

( 2 ) 前掲拙著39-41頁参照巳

( 3 ) 前掲拙著81-82頁、 101-109頁参照。

( 4 ) 我国信話法第 l条の「信託jの定義が英米法のトラストのそれに合致することについては、前

掲拙著65-66頁参照。
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序

以下は、英国における商取引における信託の利用例の概観を試みたものである。メイト

ランドの有名な rEssayon Equity Jの中に r(信託というものは、)英国の法律家遠の業績

のうちで最も顕著なものである。信託とは、英同文明にとって不可欠のように忠われる

が、外国の法には信託に似たものが全然見当らない。例えば、 ドイツ民法典をみても、信

託の条文はどこにもない。このことは、イギリスの法律家の目から見れば(法律制度上

の)大きな欠落であるのに、外国人の日には欠落があることが見えないのである。ギール

ケ氏は、“信託制度は理解できない。 と私に言ったが、英国民から見ればなぜそうなのか

聞きたいところだ。思うに信託は、彼ら外凪人が自闘の一般法学rpの必要体系と考えてい

るものにうまくフィ yトしないのであろう jと記述があるのは、 ドイツにおける判例と学

説から成る信託の議論は、措くとしても、非常に興味深い。

我国の信託に比較して、あるいはハーグ信託条約の適用をうける信託と比較して、両国

の信託が一体どこが、どのように異るか、焦点を定めようとしたが、上の文中のギールケ

氏のような感じがないわけではない。おそらく、英国民には信託が、あまりにも身近かな

ものでありすぎて、信託とは何か、構成要件は、と間われてもメイトランド先生と同様、

英国の人々は戸惑うのかも知れない。事実、例えば本レポート作成にあたり、英国の著名

弁護士事務所と話合った時にも、信託の本質から始る j‘寧な説明からスタートされたが、

各事例の段階になると、委託者、受託者が誰々で、というような議論が、ややもすると省

略され、この点を注意しないと焦点が定ってこないきらいがあったが、彼等には、要は受

託者が信認義務を負うかどっかがきわめて重要なポイントと認識しているのではないかと

の強い印象を受けた。

しかし一方で‘は、英国の信託制度の柔軟性といフか弾力的なものの考え方には、今後の

実務を考える上て¥大変参考になる点が多いことも事実である。

ともあれ、以下の事例は、比較的典型的なものとのことであり、そのうちいくつかは、

我国にも馴じみの多いものもあるが、他にも数多くの事例はあると思われる。本レポート

では、力不足で、個々の事例の内容の堀下げが十分に出来ていないが、各位のご教示も得

て機会があれば、見直したいと考えている G 本レポートが今後の我国の信託業務等を検討

する上てψ何かの参考になればと念、じている。



I ノミニー (nominee) と信託

1.(1) 信託を用いることによる最も重要な特徴の一つは、コモン・ロ-1二の所有権と受

益的所有権 (benefidaIownership)とを分離することである。この特徴の故に、商取引

や金融取引において、信託は、 l幅広く利用され、メリッ卜が大きいとされる。

この所有権の分離の好例がノミニー (nominee)市Ij度である。英国の 1985年会社法

(The CompanIes Acl1985)第24条により、登録きれた会社は、最低 2名の株主が必要で

ある。 1名株主のまま業務を 6ヶ月間以上継続すれば、同株主は、会社債務につき会社と

連帯して責任を負うことになる。この結果、株主の有限責任というメ 1)ットが失われてし

まう。 100%子会社としたい親会社は、このことから全株を所有する株主として登録する

ことは不可能である。これを回避するため、親会社の他の子会社(通常、特別目的をもっ

ノミニー会社)、子会社の役員や第三者であるノミニーが子会社の登録株主となり、親会

社は残余の株式を登録株主として所有するのしかしながら、親会社が子会社株式全株を確

実にコントロールし、子会社保有のメリットを享受するため、ノミニー株主は一般的には

信託宣言を行ない、自己の株式所有は親会社のためのものであり、親会社の指示があれ

ば、親会社(又は親会社の指定する者)へ所有株式を移転することに合意する。

イギリス法上、 1人会社が認められないのは、 associa tion等は複数のメンバーによる

ものとの観念があって、 1人は駄目だという考え方によるものと思われるが、上述のよう

に、ノミニーあるいは manof straw (1)により簡便な手法でこれを解決できるというのは、

非常に柔軟なビジネス法における対応ということになろう。

(2) さらに、ノミニー会社(例えば、英国のクリアリング銀行により設立されたも

の)は、匿名で (onan anonymous basis)株式を所有したい個人や会社により利用きれ

る。この場合、ノミニー会社は、コモン・ロー上の株式の所有者であるが、同株式を信託

として、株式所有に伴う権利とメリットを享受しかっ表面に出ることを嫌う者のために、

所有するのである。また、ノミニ一会主u土、受益者たる匿名の株式所有者の指示に従い、

同株式の議決権を行使することに合意するのが一般的である。もっとも、 1985年会社法

中の開示規定により、公開有限責任会社 (publiclimited company)の場合は、受益者的

所有者の身許を確認することができる。この場合のノミニー会社と匿名株主との関係は信
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もとづくものと考えられる。
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ルト事由の先生時に受託者が、その判断により (多くの場合25%以上の投資家の指示を受

けて)、期限の到来が妥当であると Lた時には、社債の期限を到来せしめるとの規定が通

常令意され、これにより、マイナーなデフォルト事由 (technicaleven1. of default)に

も、即座に注意が払われ、併せて発行者が個々の投資家に煩わされる必自己がなくなる。ま

た信託証書中には、受託者が社債権者集会を開催し、投資家の多数意見に沿うよう、少数

意見を調整するための規定が通常設けられている。

(2) 受託者が置かれない場合には、フイスカル・エージェント (FiscalAgent以下

FAという)が選任きれる。 FAは通常発行者の代理人であって投資家の代表者 (repre-

sentative)ではない。従って、発行者は、投資家の利害に影響を及ぽす事項については、

各投資家と直接コンタクトせねばならず、受託者が置かれないため代替手段が少なく、マ

イナーなデフォルトについて投資家により社債の期限の利益の喪失を宣言きれるリスクを

負う。この結果クロス・デフォルト条項が働いて、関係社債以外の他の債務についても期

限が到来させられる最悪の事態に進展する倶れもある。現在の実務では、 FA契約におい

ても、社債権者集会が招集され、これを通して発行者と i直接交渉する旨の規定が置かれて

いるが、発行者は頑迷な接資家に煩わされる固有のリスクと隣接している。

なお、 FA契約においても、F'Aが発行者より元利金等の支払資金を受取った場合に

は、当該資金は、投資家のために、信託として保有される (heldin trust)との規定があ

る。これにより、それら資金は発行者の代理人としてでなく、投資家の受託者として管哩

される o この点においては、 FAと受託者の役割は同じである。

(3) 一般的に、社債の管理に関する法制は、大陸法系、英米法系、それらの折衷系に

分けられるときれている(6)。大陸法等は、社債権者が自らの責任で社債権を行使するとい

う考え方に立ち、フイスカル・エージェントを置くケースであり、東:米法系てすま第三者で

ある受託者(甘ustee)を介在させて管理していくやり方であり、折衷万式は、社債権者

自らの責任を基本にするけれども社債権者集会によりウェイトを置く方法である。

英米法系については、しかしながら、米国と英国では、システムが若干異なるようであ

る。米国では、担保付社債、無担保社債とも、原則として受託者の設置が、 1939年信託証

書法 (TrustIndentere Act of 1939)により、義務つ。けられている。発行者は受託者との

問で信託証書 (TrustIndenture)を締結、法律の定める要件を規定して、これを連邦証
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券取引委員会 (SEC) に提出しなければならない。ところで、米国法では、債務不履行

が発生する前と発生した後では、法の解釈、考え方が違っているようであり、発生前は契

約的アプローチ、発生後は信託的アブローチであると説明されている (7)。無担保の場合、

信託証書が締結された社債の管理について、債務不履行発生前の法律関係は、これが信託

であるのかどうかについてどのように考えるのであろうか。仮りに、これが信託であると

して、信託の客休は一体何かという点からアプローチしてみる。アメリカ模範社債信託証

書条項注釈(8)では、

『無担保社債信託証書はリーエンを設けはしないものの、受託者をおいておくのが望

ましいことがわかった。事実、 1939年以来、 1933年証券法上登録すべき発行につい

ては、信託証書法により受託者が要求されている。無担保社債信託証書による受託者

はいかなる財産についても権限を有せずまたはこれを占有しないという事実は、受託

者の地位は変則的であり、また「受託者 (trustee)Jという名称は誤称であると、若

干の人々に考えきせてきた。しかしながら、法律上の問題としては、信託財産は契約

上の権利でもよいということと、および、他の者のために契約上の権利を保持する者

は受託者たりうることは充分確立している D したがって、 r~受託者 (trustee)Jとい

う名称はこの状況においては適当である口なぜなら、無担保社債により設けられる債

務は、発行者の所持人に対する直接の債務であるが、社債信託証書により付与された

契約上の権利は、発行者に対して所持人のために発行者から受託者に移転するもので

あるからであるJ

とされている。ここで最後の文章の「契約上の権利Jが信託の客体にならないかである

が、英文では、 fthetitle "l了ustee"is appropriate in this sHuation because， although 

the debts created by the debentures run directly from the issuer to the holders， the 

contractual rights conferred by the indenture run from the issuer to the trustee for the 

benefit of the holdersJとされており、この contractualrightsは、発行者と社債権者と

の元利金支払という債権債務以上の何らかの契約上の発行者による誓約ないしは合意が

bondholderのために受託者に与えられるとすれば、こういフ契約上の権利は信誌の客体

になりうるのではないかと考えられる。さらに、この権利の引当として発行者の一般財産

が、担保付の場合には特定財産が信託財産としで引当ての対象となっているように、考え

られないかということである。

英国では、社債の管理は、基本的に米国の場合と同様であるが、米国の信託証書法に相
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当する法律は存在せず、受託者を設置することは、法律上は任意であるとされている(針。

なお、受託者を置く契約は、信託証書 (trustdeed) と呼ばれ、受託者法 (TrusteeAct 

1925)の適用を受ける o また、英国の場合は、米国と異なり、 trusteeはdefault前でも

信認義務 (fiduCIaryduty) を負う(10)ときれていることは、このことが直ちに信託である

ことにはつながらないにせよ注目したい。また、無担保の場合の信託証書上め信託の客体

について触れた文献は発見できなかったが、落合教授は「信託の対象は、法律上の利益で

あってもよいのであるから、信託証書に定められた社債権者の法律上の利益が、その対象

であると把爆できるからであるJ ときれているUJ)。

2 社債の発行に関する信託について、付表 (p.130~131)の分類に従い説明すれば、

委託者が発行会社、受託者は信託会社(例えば、 TheLaw Debentu了eTrust Corpora-

tion p.t.c.が有名であろう)。受益者は社債投資家であり、担保付の場合には担保物が、

無担保の場合には発行会社が社債投資家のためになした誓約等が信託財産ということにな

ろうか。信託の基本法は、信託証書である。信託目的は云うまでもなく、投資家保護であ

る。

3 それでは、ハーグ条約との関係では、いったいどうなったかということであるが、

この点については、夕、イヤ一、ヴァン・ルーンのレポートがある問。

『ヨーロッパでは[信託捺印証書 (trustdeed) Jといわれるものがあるが、これはユ

ーロポント発行のための重要な制度となっている。

しかし従来の例では、通常、ユーロポンドが発行されても財崖は担保として債権

者に直接移転されたのではなかった。したがって、ユーロポンドの典型的な信託擁印

証書で「受託者j といっても、実は受託者ではなく、むしろ「信認関係のある代理人

(自由ciaryagent) Jとし1うべきであろう。なぜならば、信認義務は財産が移転された

ことにより課きれたものではないからである ω このよ 7な場合の「受託者jは事実上

は潜在的(戸otential)受託者であるという説は多数説といってもよい。というのは、

債務不履行となったとき、受託者は社債権者のために集金する手続に関与できるが、

社債権者のために金銭を受領したときは、その段階ではじめて実存.する受託者とな

る。

また、ここで、超同家的なレベルで信託証書を使った金融が発達したこともノート
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れており、英米法辞典では、それは、「会社と trustee(受託者)との閣の契約により借入

額全額につき一個の債務として成立する社債、 Debenture(債券)と異なり、 trusteeが

債権者・担保権者となり、投資家は trusteeから debenturestock certifica teの発行を受

け、信託の受益者となる o また、任意の額面に分割することもできる点で、 debentureよ

りも流通に便利である。無担保のものは unsecuredloan stock (無担保社債)などとよば

れる。jとされている。なお、 securedloan stockが debenturestockと呼ばれることも

ある倒。また米国では bondが担保付長期債務証券、 debenturcが無担保、のものをきす

ようである(問。我国の「担保イ寸社債に関する信託における信託の客体は物上担保権のみで

あって、主なる権利である社債権が信託の客体とされていないことは注意すべきことであ

る。これに対して、イギリスのディベンチュアー‘スト yクにあっては......中略......主た

る権利もまた信託の客体とされ・・・・・・jとされている{lmo

なお、 stockとは呼ばれているが、手許の目論見書では、 FinanceAct 1984の目的上は

corpoでatebondであり、税法上キャピタルゲイン課税に服さないとされている。

ディベンチャ a スト y クの発行は、多くの点で社債の発行に似ているの

担保付の場合、受託者は通常発行会社の所有する不動産等にモーゲージを取得する。

defaultが発行会社に生じた時、受話者はその不動産の処分権限を行使するが、その行使

に資するように、長託者は担保物件の権原証書 (titledeeds) を保管 kustody)すると

されている。実際問題として、受託者が置かれていないと、多数のテeイベンチャ・ストッ

ク保有者がそれぞれ権利行使を行うことになるが、これは実務としては、相当に困難なこ

とである。ディベンチャ・ストックによる企業の資金調達は、 1960年代 70年代には非常

に盛んであったが、国際的資本市場の発展や複雑で革新的な資金調達手段の出現によりか

なり衰退しているとされている。

2 ディベンチャ・ストックに関する信託について、付表の分類に従い説明すれば、委

託者は、発行会社であり、受託者と受益者はそれぞれ、信'託会社および、テ、イベンチャ・ス

トンクの投資家である。信託財産は担保付の場合は担保権、無担保の場合は、社債発行の

場合と同様である。基木法l立、信託証書である。

3 ディベンチャ・ストンクに関する信託は、無担保の場合(但し、財産め移転の要件

は前記108ページの社債の場合の考え方が認められる前提)もハーグ条約上の信託であろ



つ。

4 ディベンチャ・ストックが我国の信託に当るかどうかについては、担保付の場合は

問題なく信託であるが、無担保の場合については、前記社債発行の場合の議論があてはま

るものと考えられる。

IV セキュリタイゼεーションとイ言言も

1 (1) セキュリタイゼーションのイ土組みは、次のとおりである。モーゲージ・プール

(mortgage pool) を供給するオリジネーターが、特定目的の会社 (special-purposevehi-

c1e，以下 SPVという)を設立し、この SPVが、国際マーケット等でボンドやその他の

債務証書を発行することにより資金調達して、モーゲージ・プールを買い取る。買い取ら

れたモーゲージ・プールは、ボンド等の元利金の支払資金となる o モーゲージ・プール中

のモーゲージは均一でなく個別性が強いため、その管理者 (administrator) として専門

家が起用されるが、通常は、 SVPにプールを移転した後、オリジネーターがこれに当た

る。モーゲージの他に買取選択権付賃貸借債権受取勘定 (hirepurchase receivables)や

クレジット・カード債権もセキュリタイズされている o

経済面を見れば、セキコリタイゼーションにより、モーゲージをオリジネーターの貸借

対照表から簿外に移すことが可能になる点が鍵であり、さらに BIS規制上リスク資産が

減少することによる自己資本比率向上効果も大きいc

(2) 英国におけるモーゲージのセキュリタイゼーションにおいては、通常、受託者が

2人関係している。まず第ーに、社債の発千rに起用される受託者と同様の機能を果たすボ

ンド投資家の代表となる発行受託者 (issuelrustee)が置かれ、次いで、 SPVがオリジ

ネータと連結 (consolidate) きれないため(t!1Iち、モーゲージ・プールがオリジネーター

の貸借対照表に組込まれないため)に、 SPVの株式を裁量信託 (discretinonarytrust) 

として保有する別め受託者 (SPVtrustee、以下 SPV受託者という)も併せて起用され

るo (同一人が両方の受託者となることは、利益相反となる可能性により、排除きれてい

る。)



(3) 発行受託者は、ボンド投資家への元利払資金を担保するために、 SPVの資産

(モーゲージ・フロール)にチャージ(charge) を取得し、モーゲージ・プールの管理につき

利害を持つことにをる。同フ。ールの管理に関する発行受託者と管理者 (administrator)

問のモーゲージ管理契約上、管理者は、モーゲージ延滞状況、必要な場合に採られた措

置、元利金支払所要資金と実際の資金のアベイラビリティの水準等につき、発行受託者に

報告義務を負っており、受託者は、管理者に義務違反が生じ、然るべき期間内に治癒され

ない場合等には、管理者を更迭する権限を有する。

(4) 一方、 SPV受託者の役割は発行受託者のそれと全く異る。 SPVがオリジネータ

ーと連結きれないためには、オリジネーターは、 SPVの株式を所有してはならないが、

SPV株式を所有して自己の貸借対照表にモーゲージ・プールを取り込むことを望む第三者

もなかろう。この解決のために裁量信託が用いられるo

前提条什-としては、 SPVがボンド等の発行に適した法域(jurisdiction)に設立される

ことと、発行代り金は、モーゲージ・プールを貿取るために用いられるが、買取条件は、

ボンドの元利金および各種フィーを支払った後には SPVに経済的利益が残らないことで

ある。この結果、 SPV株式は額面以上の価値を決して持たず、利益配分を受けることも

ないことになり、 SPV株式の所有による実際上の経済利益は伴わないことになるの SPV

の所有権を喪失するため、一般的に用いられる方法は次のとおりである。

( i) SPVがオリジネーターにより設立された後ポントが発行される前に、 SPVの発

行済全株式はオリジネーターによって、 SPV受託者に移転処分 (settle) される。

(ii) SPV受託者の信託宣言により、 SPV株式は信託条項に従い、信託財産として保

有される。信託宣言は、英国法に則りなされるが税法目的に通分するためには、英国非居

住者がSPV受託名-となる。

(iii) 信託宣言により設定された信託は、裁量的信託仰である。この信託においては、

受益者は信託財-産のいかなる部分についても受益する権利は与えられず、受託者には、受

益者に支払ったり、信託財産の一部を受託者が適当と認める方法で割当てる等の裁量権が

与えられる。このようにして、受益者は、裁量権が自己に有利に行使きれるという希望以

外の何ものをも持てないことから、 SPV株式といっ信託財産に確定的受益権 (vested

beneficiaJ inlerest) を持つとは云えないことになる。

さらに、やや複雑になるが、通常、特定の慈善団体 (Charities)や不特定の慈善・公益



目的を帯びナこ施設や協会など、かなり広汎なクラスが受益者として想定されている。つま

り、受託者は信託宣言の範囲内で裁量権を行使するため、受益者を予め特定すあことは山

来ないことになる。この点については、信託の 3つの鐸立性(信話設定の意図、信託財

産、受益者)の 1つが欠けることになるが、裁量信訴においては、受益者の特性は必要で

ないとされている。また、英国では、慈善団体が受益者として特定きれた信託は、 Char-

ity Commissionersに登録 (register) しなければならない点にも留意が必要である。な

お、実務では通常、信託宣言において、ポンドの元利金がすべて支払われるまでは、

SPV受託者が信託財産の分配・処分等を行うことを制限することにより、スキームの長期

安定が確保されるよう仕組まれている。

(iv) 加えて、信託宣言で、保護者 (protector、通常非居住者である有名銀行やオリ

ツネーターの海外子会社)を規定することが出来るが、この保護者は、 SPV取締後の選

任、解任権を専有しており、 SPV受託者がSPVの内部事情に介入することを防止する

H的で行われている。

なお、米国におけるセキヱリタイゼーションと信託の利用については、天野佳洋|セキ

ュリタイゼーションと信託J(19)を参照きれたい。

2 セキュリタイゼーションに関する信託について、付表の分類に従い説明する。まず

特徴的なことはセキュリタイゼーションといっ一つの取引に 2種類の信託が用いられてい

ることである。付表では上の説明に従い、これを 2段に表示した。上段は発行受託者

(issue trustee)が関与するもので、この信託では、特定目的の会社 (SPV)が委託者、

受託者は信託会社、受益者は投資家、信託財産は SPVの財産に対する担保権 (charge)

であり、この仕組は、担保付社債発行やディベンチヤ'ストックの発行における信託の仕

組主基本的には同じであるo 信託の法律関係を律する文書は、委託者 SPVと発行受託者

聞の信託証書である。下段の SPV受託者が関与する信託においては、オリジネーターか

らその所有する SPV株式の移転を受けた SPV受託者が、信託宣言により、裁量的信託

が設定され、受益者としては、通常は慈善団体等が想定されている。信託財産は、 SPV

株式である。なお、税法をクリアーするために、 SPV受託者は英国外のオフショア法人

がこれに当ることもある。

3 以上 2つの信託がハーグ条約の信託に当るかどうかに関しては、まず、@発行受託
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者に関する信託は、社債やディペンナャ・ストックの発行に関する信託と同織に考えて良

いと思われる。次いで、@裁量的信託が関係するもう一つの信託については、ダイヤ一、

ヴ、アン・ルーンのレポートに裁量的信託に関する説明がある側。この信託は英国の衡ヤ-法

上の取扱いの項で説明されているが、ハーグ条約の対象となる信託から除外する主旨には

読めないので、もフそうであれば、裁量的信託であることが妨げにはならないと思われ

る。信託宣言が関係している点については、ノミニ一株主に関する信託の場合と同様に考

えられるo

4 以上 2つの信託が説国の信託に当るかどうかであるが、 3③の場合は我国の信託に

当ると考えられる白 3@の場合については、裁量的信託が我国の信託においても認められ

るかどうかを扱う文献は発見できなかったが、信託宣言によることから、その制度を採用

していない我国においては、この点で信託には当らないことになろう。

V 劣後信託 (SubordinationTrust) 

1 (1) 英国倒産法では、優先債権者 (preferentialcreditor)およびフローティングチ

ャージなどによる担保権者への支払が完済きれた後、支払不能者 (insolvent)の資産は、

すべての一般債権者 (unsecuredcreditor)に、それら債権者への債務発生の時期の先後

に関係なく、債権額に比例して (proportionately)配分されねばならないとされている。

しかしながら、一般債権者間において、一方の当事者が、他方当事者の債権への支払に充

当されるよう、向己の債権に対しなされた支払を他方当事者に引渡すことに合意する劣後

契約を締結することが出来るとされている。この場合に、前者が劣後債権者 (subor-

dinated creditor)、後者が先順位債権者 (seniorcreditor) と呼ばれる。この劣後契約の

効力は、一般債権者への分配が清算人(liquidator)によりなされた後の一般債権者聞の

私的取極めであることから、倒産法の強行規定には抵触しない。ところで、劣後債権者

が、劣後契約にもとづき、先順位債権者に分配金を引渡す前に支払不能に陥った場合に

は、問分自己金は劣後債権者の財崖に属し、劣後債権者自身の債権者聞の分配の対象なるこ

とから、劣後契約による先順位債権者の利益が奪われる結果となる。先順位債権者に生ず

るこのリスクを回避するため、通常劣後信託 (subordinationtrust) を設定する方法が採

用されているの劣後信託は、劣後契約中において、劣後債権者が信託宣言を行い、将来自
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身が受取る分配金を先順位債権者の債権が満足されるまで、先順位債権者のために、信託

として保有することとすることにより創出される。こうして、劣後債権者への分配金は、

劣後債権者によるその受領と同時に自動的に信託に服することになり、劣後債権者の債権

者の支配から免れ、先順位債権者の受益の対象となると共に、信託により劣後債権者に対

しなされた分配金の散逸が防止されうる。

(2) また、第三者たる受託者を任命して、劣後債権者に対しなされた分配金を信託財

産として先順位債権者のために管理させる方法によりさらに上述のリスクを軽減すること

も可能で、ある o この方法は、劣後社債の発行の場合などに利用されよう。

(3) 劣後契約に関しては、我国において劣後債を発行する場合に問題となりうる民・

商法上および倒産法上の基本的な諸論点を指摘・検討寸ることを目的とした成果の発表が

あり、米凶の実例など紹介きれており興味深いω。ここで採り上げたケースは、アメリカ

の劣後契約に近いものと思われるが、本什-では、劣後契約において信託が明示して合意さ

れている点カ斗者数であろう。

2 (1) 劣後信託について、付表の分類に従い説明すれば、委託者と受託者は劣後債権者

であり、受益者は先順位債権者である。信託目的は劣後の合意の実現を確実ならしめるこ

とで、基本法は信託宣言である。

(2) また、受託者として独寸.した第三者が起用される場合には、基本法は信託証書

Ondenturc)である ο

3 劣後信託はハーグ条約の信託に当るかどうかについては、ダイヤー、ウaァン・ jレー

ン・レポートには、特段の言及はなきれていないが、信託宣言闘による場合、信託誼書に

よる場合ともに、条約上の信託に該当するものと考えられるo

4 劣後信託が我国の信託に当たるかどうかについては、 2 (1)の信託宣言がなされる場

合には、信託官言が我閃において認められていないことから、信託とはならないが、第三

者が信託証書に基き受託者として起用きれる場合は、信託に当たると考えられる。



VI ユニット信託 (UnitTrusts) 

1(1) ユニット信託(以下ユニット・トラストという)はマネージャー(管理会社(多

くはプライベート・リミティ y ド・カンパニー)、我国の投資信託の委話会社に当る)と受

託者(通常は著名な銀行、又は保険会社)と受託者間で締結きれる信託証書 (trust

deed)により設定されるオープン・エンド型のファンドである。マネージャーは、信託証

書に規定きれた範問内で、信託財産の運用をして投資ポートフォリオの選定に対し責任を

負い、当該ポートフォリオは、財託財産を構成する。受託者は信託財産の保管管理と信託

財産から生ずる収益の分配に責任を負う。ユニッ卜・トラストに対する権利は通常ユニッ

トと呼ばれ、信託の受益者はユニット保有者と呼ばれる。ユニット保有者は全ユニソトに

対する自己のユニット保有割合に相当する、未分割 (undivided)の信託財産に対する受

益権を持つ。

英国では、ほとんどのユニット・トラストは公認された (authorized)帥ものである。

ユニット・トラストは、それが、証券投資委員会 (Securitiesand Investments Board) 

および通産省 (Dεpartmentof Trade and Industry)が定めるレギムレーションに適合

している場合にのみ、公認きれる (authorized)。レギュレプションでは、信託財産たり

うる証券の種類、マネージャーと受託者の責任、ユニットの価格決定方法、ユニットの販

売や買戻しの方法が定められているので、公認ユニット・トラストの信託証書は通常ごく

簡単なものである。公認ユニット・トラストの主なメリ y トは、公募の対象となるフィナ

ンシャル・サービス法上の集合投資計画 (collectiveinvesiment scheme) (24)の 1つに数え

られる点であるo

(2) ユニット-トラストと投資会社(Inv白 tmentTrusts正確には InvestmentTrust 

Company (25)) とは時々混同して使われる。投資会社は、 (trustという言葉が使われては

いるが)信託ではなく、会社であり主な目的は、投資により証券やその他の財産 (prop-

erty) を保有することである。投資会社の株主は、会社財産たる投資証券等に直接の受益

権は持たないが、同証券等の実質的所有者である n ところが、ユニッ卜・トラストの場合

には、ユニット保有者は、受益者である。

ユ二ット・トラストの歴史は古〈、最初のユエット・トラストは1868年に売出されたが、
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1879年に、当時有効でいあった1862年会社法 (CompaniesAct of 1862)の規定から、 20名

起のメンバーーが利得を得るためにビジネスを行うことは認められないとした高等法院の判

例により、ユニット-トラストの組成が否定された。後に、その判例は、投訴審で逆転さ

れたが、この時までに、ユ二ット・トラストは、会社形態一一投資会社(Investment

Trust Company)をとることになった。ユニット・トラストが、投資のための手段として

再び用いられるようになったのは、 1920年代後半であり、その後着実に伸びている。

2 ユニット-トラストについて、付表の分類に従い説明すれば、マネージャーが委話

者、受託者は銀行等、受益者はユニット保有者で信託財産はポートフォリオ、基本法は信

託証書である。

3 ユニッ卜-トラストが、ハーク条約上の信託に当るかどっかについては、ダイヤ一、

ヴァン・ルーンのレポート仰では、「現代における信託制度の機能」中、ビジネス・トラス

トのーっとして紹介されているが、ビジネスートラストの類似告Ij度が別項で紹介ぎれてい

ることから、信託として理解きれているのではないかと考えられる。一方、フォン・オー

ベルベ yクの説明報告書仰ではビジネス・トラスト一般が取扱われているが、ビジネス・ト

ラストであることを理由に条約の適用外とする方法はとられなかったようである c

4 ユニット・トラストは我国の証券投資信話の制定時に参考にされたとも云われ、我

国の信託に当ると考えられる。

VII 企業年金信託 (Penslons)

1(1) 職域年金制度 (OccupationalPension Schemes)は、制度採用企業が、従業員

のために退職年金および死亡給付を行うために設定きれる取り極めであり、通常、信託が

用いられるが、契約によることも可能で、ある。{言話を用いる主な理由は、@信託により、

採用企業の財産からの分離隔離がなされ、当該企業め倒産などといったリスクを回避で

き、年金支払の安全性が確保きれることと、@税務上のメリット(信託財産のキャピタル

ゲイン等の投資収誌の非課税)である。税務上の優遇は、所得・法人税 (Income and 

Corporation Tax Act 1988)上の非課税承認 (exemptapprovaI)を受けた制度にのみ
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適用される。信託の場合には、非課税忌認は、信託が取消不能(irrevocable)であるこ

と、信託証害 (TrustDeed)にもとづく年金給付であること、制度が内国歳入限度(In-

land Revenue limits)に迎合していること等をクリアーしている場合に与えられる。

非謀税承認により、企業の拠出金は被用者の拠出金同様横金扱となり、被用者について

は企業の拠出金について、みなし所得としての課税を受けない。

雇用者の拠出金(拠出制!の場合には被用者の拠出も同様)は信託財産として、受託者

(雇雇‘用者の役員 (d副irector司が任任.命されることが多い)が、受益者でで、ある被用者の退職、

夕死E亡給イ付寸を確保するために、信託証書および関係規則等に従い管理する。

職域年金制度は、公的部門と私的部門に大別され、さらに私的制度は 2つめ管理タイプ

に分けられるとされている倒。即ち、保険型年金と自家年金である。上述の年金制度は、

この自家年金(自己管理型基令、 self-administered fund)に当ると考えられるの実際の

自家年金の管理運営については、資金の投資、保険数理、内国歳入庁等への報告、制度運

営等について、専門家の助言を受けなされるが最終責任は受託者にあり、例えば外部のマ

ーチャントパンカ一、銀行、生保等が運用を委託される場合には、『受託者ーである雇用者

企業の役職員の代理人として機能する場合が多いj とされている倒。また、『法的には、

1925年受託者法 (theTrustee Act 1925)により規制されるが、それらは該当する信託証

書の条項により修正されることがあり、そうでない場合には、受託者の行為は、 1961年

受託者投資法 (theTrustee lnvestment Act 1961)の適用を受けるが、そこでは許容され

る投資の形態および種々の項目ごとに保有されうる資産の比率に制限が付されている。j

とされている倒。

職域年金制度の他に、個人年金制度 (PersonalPension Schemes)もある。この制度

は、自営業者のみならず、職域年金制度に加入できないまたは加入を希望しない者の年金

制度で個人的な退職後の給付のための引当ないし準備であり、個人と生.命保険会社止の問

や他。)投資手段を提供する者との聞の契約により、取極められる。しかしそれら個人の拠

出金は、信託として保有 (heldon trust)され、契約に従い、合意された給付を当該個人

に交付するために充当きれる。

(2) 年金信託は、信託証書、所得・法人税、社会保障法 (SocialSecurity Act)、な

どにより規律きれることは我固と似ているが、受託者として雇用者の役員が受託者に選任

主れる(勿論信託会社等の法人も受託者として選任される)点が、我国と具る点であるよ

うに思われる。委託者(雇用者)が選任する受託者の数は、とくに制約はなく 5人位が普
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Vlll 従業員持株信託

1 従業貝持株プラン(通常 ESOP(Employee Share Ownership Plans) とl呼ばれ

る)においては、プラン実施企業(雇用者)の株式をプール (warehouse) しておくため

の裁量的信託 (discretionarytrust) と、プラン適格となった従業員に対し、当該企業の

株式を税法をクリアーした形で交付するための従業員持株スキーム (employee share 

scheme) とが、併用されている。

前者は、信託証書に拠り設定きれ、受託者は英国のキャピタルゲイン課税 (Capital

Gains Tax)を免れるために英国の非居住者が実施企業により選任され、信託目的は実施

企業の株式への投資でbある。この目的達成のため受託者は信託のために借入金をなすこと

を授権されており、借入金により雇用者の株式を購入しプールしておく。

一方後者のスキームについては、利益配分信託 (PST.Profit Sharing Trust)が雇用

者により設定きれ、例えば雇用者の各年の利益水準に応じ、信託への拠出がなされる。信

託財産たる拠出金は、雇用者の新株の引受け又は前述の裁量的信託から雇用者株式を購入

するために用いられる。信託財産として蓄積された雇用者の株式は、一定の要件を満たす

従業員に割当てられる。適格従業員はこれらの株式を、その株式が PSTに5年間キープ

きれている場合には所得税の課税を受けずに取得することができる。

2 従業員持株信託について、付表の分類に従い説明すれば、まず、上段の信託では、

委託者が雇用者、受託者がオフショア法人、受益者は裁量的信託であり、信託財産は雇用

者の発行する株式およびそれを取得するための資金等であり、基本法は信託証書である。

一方下段の利益配分信託では、委託者は雇用者、受託者は信託会社、雇用者の役員、受

益者は適持被用者、信託財産は上段の裁量的信託より購入された株式および拠出金等であ

り、基本法は、信託証書である。

3 従業員持株信託がハーグ条約上の信託に当るかどうかであるが、上段の信託におい

ては、裁量的信託の部分については、 IVのセキコリタイゼーションで検討した点を条件

に、ハーグ条約上の信託に当るものと考えられる U 利益配分信託については、ハーグ条約

上の信託に当ると考えられる。利益配分信託については、ハーグ条約上の信託に当ると考
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IX 信託口座 (TrustAccounts) 

1 (1) 信託口座は、以下のように英国では商取引のみならず、非商業取引においてもよ

く用いられているようである o 典型的なものは、 1925年受託者法 (The Trustee Act 

1925)にもとづき選任された受託者が開設する口座や、弁護士等が開設する顧客のための

口座側、遺言執行者 (executors)や遺産管理.人 (administrators)の口康、シンジケー

ト・ローン等の商取引に用いられる特別の口座」や 1986年金融サービス法に基き invest-

mcnt busInessを営む者が顧客の預り金を保有するために銀行に開設する口座などであ

る。通常、銀行は、これらの口座の開設により、預金等の債務者としての立場に立つもの

で、信託の受託者となることは、銀行が契約等により、信託の当事者になる場合を除い

て、ないと考えられる。従って、ここで末尾のリストも含め商取引に用いられる信託とし

て、検討することは適当ではないかも知れないが、(シンジケー卜・ローン等の場合には、

Agent銀行の信託受託者としての立場に立つケースはありうるのでその点では問題ない

が)、以下のように、銀行が、ある場面では、その顧客である信託の受託者等の信託関係

に関与させられる場合があり、銀行が、その顧客である口座開設人の関与させられる場合

があり、銀行が、その顧客である口座開設人の関与している信託の存在に注意深くあらね

ば、思わぬリスクを蒙ることがあることから、とこに検討したものである D

銀行は、取引口康が信託のそれであることを知っていたり、信託口座であることを理解

すべき情報に接している場合には、信託口座の取扱につき、信託違反の当事者とされない

よう、口座資金の払出やその他の取扱につき注意を要する。実務では、銀行が口座の性質

を知ることが山来ないケースで問題がよく生じょっ。口座名からは、明確に信託n座であ

ると|ざ別できない時でも、口座の性質が信認(白duciary)のそれであるとは気付いてい

たことが証明されたケースでは、銀行は責任を関われている。 ReGross， ex parte King-

stone (1871， 6 ch App 632) では、“policeaccount"というは座に付された名称により、

同口座は信託口座であるとされた刷。この判例において、 Mr.Grossは地方政府の収入役

(treasurcr)で、徴収した税を各銀行の口座に、税令の使途毎に分けて入金していた。本

判例のケースは、銀行の口盛名が、徴収きれた税が地方警察のために使用されることか

ら、 policeaccountと識別 (earmark)のため表示されており、銀行はグロス氏個人の資

金ではなく地方税をプールするために開設きれたという事実を実際に知っていた。判例は
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ある(11)。

(2) 一方、銀行に開設きれる特別口座 (specialaccount)については、特定の場合

には、これを信託とする明示の意思表明がなくとも法廷により信託と認められ、口座中の

資金は、開設者の一般財産には属さず、口座開設U的に副うべく、例えば開設者の倒産時

には、特定の債権者への債務の弁済に充当されることが認められるものである。このよう

な信託は、 QuistcloseTrust仰と呼ばれているようであるが、このケースは、英国貴族院

判決が認めたものである。

Rolls Razor Ltd.は、その普通株式の配当宣言を行ったものの、財務上の閑窮から支払

資金がなく、本件の被告Quistc10se社よりの借入金を配当の支払に充てることとしたが、

Quistclose社は“ローン代り金は、 1964年 6月24日支払の配当に充当きれる"ことを貸

付の条件として貸付に合意した。代り金相当の小切手が原告Barclays銀行に開設きれた

Rolls社の別口座 (separateaccol1nt)に入金きれ、 Barc1aysは、資金が配当金支払のみ

に充当されることに合意した。配当が文払われる前に Rollsは清算 Oiquidation)手続に

入った。争点は、 Barc1aysが Rollsの本件 special accountとは別の口座の過振りに本

special accountの金銭を充当することが出来るか、それとも Barclaysは同金銭を信託

として Quistcloseのために保有しているのかであった。判決は、後者を採り、本取引が

貸付であることは、信託でもあることを妨げるものでないとした。理由としては、

① Rol1s、Quistc10se聞の貸付の合意は、配当支払への充当を資金使途としており、

他の目的は一切存在しなかったことは疑いがないことから、貸付代り金は、 Rol1sの資産

の一部を形成することはなく、配当を受ける権利のある株主に排他的に移転するべく運命

づけられているため、仮りに配当支払が行われなければ、 Quistcloseに返戻されるべき

性質のものである。第三者によるある者の債権者への支払のためのこの種取り板めの性質

は、第一義的には、信託として、同債権者のための信託ないし信認関係であり、そのよう

な信託でなければ、当該第三者のための信託ないし信認関係であるという考え方は、 150

年に亘る判例の認めるところである。

② Barclaysが信託であることの通知を受けていたかどうか又は信託であるとするこ

とが相当である情況にあったかという点については、 Barclaysが Rol1sから受取った手

紙により明確に資金使途が特定されていることにより、クリアーされるときれた帥。この

Quistclose信託の法理は、その後 inRe N orthern Developments (HoJdings) Ltd.て換さら

に拡張され、目的が必ずしも明確に合意きれていない場合にも信託が認められているとき

12~ 



れている。

(3) Quistdose 信託は法妊の認める信話口揮であるが、

させることの明自主;童図による信託口座の利用もある。例えば、ある会社l土、自身の倒産

からその顧客を保護するために、特別の預金口雄を銀行に開設し、会社，顧客間の取引に

伴う顧客からの前受金をブールして、取引が完了するまで、 fnJ口躍を維持することがあ

るo このように明確に分別された口挫は信託であるとして認められて来ており、

は、口座資金i立、 ために保有されたものとされている。

問機に、日86年金融サーピス法の規定{ゅでは、 investmentbusinessを営む者は、その

顧客から受取り、保持する金銭を自己の口座とは5，J11の口践を銀行に開設しそれに預入する

こととされており、関口j主は信託口在住で、口座名として“顧客(c1ient).，という諾を

む表示 (titlりをしなければならないこととされている。

(4) 特定の目的のために銀行に開設される口墜としては、国際的シンジケ←ト・口一

ン等の場合に利用される Agent 口一ン参加銀行より選任きれる)の口堕がある。もと

もとシンジケート・ローンはプ口ジぷ二クト-ファイナンスや国家向3寄付等大量め資金供与

において、貸出リスク分散の観点から組成されることが多いが、 Agentの口座は、それ

らシンジケート・メンバーが実行し、いずれ借入人に交付されるべき貸付金をプールし、

また、借入人が元手1j金等の支払をなし、いずれ貸付者たるシンジケートメンバーにシェア

ーに結、じ配分の上弁績ないし支払われる資金をプー/レするために開設され、資金は

Agentにより信託として保有 (heldin trust) される o 常人人へ交付したり、

払われたりする前にが倒産した時、の財産として、その債権者間で分配さ

れるリスクをカパーするため、 Agentはそれらプール資金を信託として保有する仕組が

採用される o Agent n座が信誌となることにより、シンジケート掴メンバーは、 Agent銀

行の倒産の飽にも、 Agentめ契約違反等による資金の他への不正使用 (misappropria幽

tion)があったときにも、追求効 (tracing)にょっそれら資金の占有者から資金を回収

することが可能である。

もっとも、 Agentたる銀行は受託者となり、重い義務を負担することを好まないこと

もありうるので、実務上 Agent口雄が、すべて信託であるとは言い切れないかも知

い。また、の義務をテストした判断は、英間iこは未だ存荘せずとのことであるの

で倒、この点にも留意が必要で、あろう。
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2 信託口座について、付表の分類に従い、主なものを説明すれば、まず Quistclose

信託については、委託者が債務者、受託者が債務者の取引銀行、受益者が債務者の債権者

(貸付者)、信託財産は口座中の金銭等、基本法及び目的は、それぞれ、判決およぴ債権者

保護ということになろうが、これは擬制信託 (coostructivetrust)ではなく、復帰信託

であるとされている刷。次に Agentの口座については、委託者・受益者はシンジケート且

ローン参加行、受託者がAgent銀行、信託財産はn座中の金銭等、基本法および目的は、

それぞれローン契約およびシンジケート・メンバーの保護である。

3 信託口座がハーグ条約上の信-託に当るかどうか。まず第一に、上記， (1)で検討した

口座は、開設を認めた銀行との関係では、銀行が信託の存在につき悪意であったかどうか

が裁判で争われているが、口座名義人が信託の受託者である点については、おそらく争い

がないので、この点について云えば信託は存在していると云うべきであろう。次に、 1 (2) 

の Quistclose信託は、法廷がエクイティにより、貸付契約当事者間において目的不達成

となった際の貸付者保護のために認めたものであり、復帰信託仰に当ると考えられる。復

帰信託であれば、ハーグ条約め適用範開に含まれる刷。なお、援制信託は当事者間に信託

とすることの意思がなくとも認められるものであるが、仮りに Quistclose信託が続制信

託とすれば、ハーグ条約では第 3条の「任意に設定され、かつ書両により証明される信

託ー|の任意の要件を満たさないことからハーグ条約上の信託ではないことになる。しか

し、同条約第20条を受けて、制定きれた 1987年信託承認法 (Recognitionof Trusts Act 

1987)第 1条(2)による、 f裁判所の決定にもとづいて設定された財産の信託に関しでも、

条約の規定が効力を有する。Jとされることから(州、このような信託にも、条約の効力が

及ぶことになる o さらに 1(3)の特別預金口座や 1(4)のAgent口座は、条約上の信託に当

ると考えられる。

4 上記 1の信託口座が、我国の信託に当るかどうかについては、信託とすることの明

示の意思表示があり、財産権の受託者への移転等がなされているものを除いては、信託と

認められないのではないかと考えられる。信託銀行が受託者となる場合は、いわゆる兼営

法施行規則により、信託契約として書面を用いることとなる o 英法上信託とされる 1(4)の

Agent口座について、信託銀行に信託として開設される場合は信託になろうが(都市銀

行問機銀行勘定としての開設も可能)都市銀行に口座が開設される場合は、通常の預金口
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第 4章 イスラムにおけるワクフ
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1. はじめに

イスラムにワクフ (waqf) と呼ばれる信託に類似した財産管理制度がある。それは、

預言者ムハンマド(西康570-632年)の言行録であるハディースに由来し、イスラムの宗

教的・法的規範が確立した 9世紀前後に}般イじした。そして軍人政権時代のマムルーク朝

(1250-1517、エジプト、シリア)とオスマン帝国 (1299-1922、 トルコ、バルカン半島、

エジプト、中近東、北アフリカなど)において広範に普及した。 19世紀後半のオスマン帝

国では、全農耕地の3/4、アルジエリアの同1/2、チュニジアの同1/3、エジプトの同1/7に

ワクフが設定されていたといわれる。しかるに、千年を超える星霜を重ねるにつれ、その

経済的、社会的弊害が大きくなるとともに、第一次世界大戦におけるオスマン帝国の敗戦

とイスラム世界に対する西欧近代思想の影響によりワクフ管理の強化が図られ、エジプト

における1946年のワクフの制限に関する立法以来、イスラム各国では、ワクフを制限ない

し禁止する方向にある。

本小論は、われわれ日本人になじみの薄いワクフについて、信託を念頭におきながら紹

介するものである。

2 ワクフの法的原則

(1 ) ワクフとは

ワクフとは、語義的には「防げることJr抑制することjであるが、イスラム法では

「あるものを第三者の所有物とならないように守り、抑制すること」あるいは「あるもの

の所有権の移転を永久に停止することjを意味する。一般的には「ある者が慈善を目的と

して自分の財産を寄進し、その収益および用益権を公益の用に供すること」またはその

「寄進財産jそのもののことをいう。

(2) ワタフの設定

① ワク7の設定者:ワクフ設定者は自己の所有する財産に処分権を有する者でなけれ

ばならない。したがって、無能力者は設定者にはなれず、設定者はワクフを設定する財産

の完全な所有者でなければならない。奴隷はワクフを設定することができず、自由人であ
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ることも要件となる。非イスラム教徒もワクフを設定することができるが、それはワクフ

の目的が、イスラムに反しない場合に限られる o

② ワクフの目的:純粋に公益を目的とするワクフを慈響ワクブ、公益性を建前としな

がらも実質的には私益を目的とするワクフを家族ワクフという ω 両者の中間型態もある。

前近代までのヨーロッパにおいて、キリスト教会が果した役割と同じように、イスラム

杜会にあっては宗教・教育・慈善・医療・公共・地域社会への奉仕といった公益事業は、

慈善ワクフを通して促進された。慈善ワクフは、特定のモスク・マドラサ(大学、高等教

育機関)・孤児院・病院・給水施設ー道路・橋・城壁といった公共・公益地設の維持・管理

を主目的とし、それには、これらの施設に従事する者の俸給の支給も含まれる。

家族ワクフは、アッラーの嘉し給うところにより、設定者及びその相続人の家族と子孫

の扶養を目的として設定きれる。家族ワクフは、設定時に公益性を有していることを要件

とせず、将米あるいは最終的に公益性を有していれば認められる。

両者の中間型態は、ワクフの収益を、ワクフ条項に従って公益目的に分配した後に残り

があれば、それを設定者の家族に分配するものである。

設定者自身を受益者とするワクフ、すなわち白益ウクフは認められないとする法学派も

あるが、認める学派あるいは形式的には他益とするが実質的には自益となる方式を採用す

る学派もある。

詐害を目的とするワクフは、ワクフ設定前の設定者に対する債権者には詐害行為とな

る。

③ ワクフ財産:ワクフ設定の対象物(元本)は、永続性を有しかっ収益を生むもので

なければならない。したがって、主として不動産がその対象となる。

動産については、イスラム諸法学派によって意見が異なる。消耗財は、サダカ(事捨)

の対象であり、一般的には厳しい制限を受けるが、背は貴重品であったローソクをモスク

で使用する場合にのみ認める法学派もある。非消耗財についても厳しく制限する法学派も

あるが、一般的には、ミルクや毛を採るための羊・ラクダ・牛、果樹、農機具、武器など

は元本として認められる。コーランやイスラムに反しない学問書・楽器を元本として認め

る法学派もある。金銭は、利子とくに高利貸しをイスラム法は禁止しているので、元本と

はなり得ない、とするのが一般的なようである。金銭債権を元本として認める法学派もあ

るが、主流ではないようである。

これらのワクフ財産は、設定時に特定・現存していることを要する。
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効となるにはワクフ財産のワクフ管理人への引渡しが必要で‘あるとする意見もあるが、同

学派の実質的な創始者である大法官アブー・ユースフ ('/31--798) は、他の学派と同じよ

うに、ワクフは設定者の意思表示によってす寸に成立しているとする。

マーリキー学派は、以上の有効要件について重要視していない。例えば、ワクフ設定者

のみならずその相続人も、ワクフを撤回(取消)することができる。

(4) ワクフの所有者

ワクフから生ずる収誰は受益者に帰属するものであることは、全イスラム法学者の認め

るところであるが、元本の帰属については意見が分れる o

① アッラ一所有説.設定者の所有権は消滅し、アッラーに移転する。これは、設定者

のみならず、全ての人間のワクフ元本の所有権を否定するものである。この学説は、アブ

ー・ユースフ、ハナフィ一学派、シャーフィイ-学派が主張するの

② 設定者所有説:設定者とその相続人がワクフ元本の所有権を保有するが、その権利

を行使することはできない。この学説は、ハナフィ-学派の開祖であるアプー・ハニーフ

ア、マー 1)キー学派が主張する。

①受益者所有説:ワクフ元本の所有権は受益者に移転する。この学説は、ハンバル学

派とシーア派が主張する。

いずれにしても、ワクフ管理人所有説はない。

(5) ワクフの管理

ワクフは、ワクフ管理人によって管理される O 管理人にはワクフ収益から俸給が支払わ

れる o

① 管理人の性格:管理人の性格は、大陸法の保佐人、コモン・ローの後見人に類似す

るという見方がある。管理人は、受任者権限と義務を有するが、管理財産の所有権は保有

しないとする見方である。

② 管理人の抱名と地位の承継:アブー・ハニーファは、管理人の指名を欠くとき、ワ

クフは失効するとする。大法官アブー-ユースフは、その場合は、設定者が管理人となる

とするのマーリキー学派は、設走者は管理人にも受益者にもなれないとする。シーア派

は、管理人の指名を欠いてもワクフは有効であり、受益者が管理人になるとする。

設定者が最初の管理人を指名し、管理人の地位の承継方法に関する条項を定める。一般
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住人から土地の寄進を受けそこに住帰を構え、その中庭でネし拝を指揮し、神の啓示を信者

に伝えた。この中庭がイスラム最初のモスクであり、この土地の寄進にワクフの起源を求

める説もある。コーランは、ワク 7について直接言及していないので、ムハンマドの伝

承・言行録であるハテゅイースに、イスラム法学者はワクフの起源を求める。

後に第 2代正当カリフとなったウマルが、ハイパルという地で大変に豊かな土地を入手

した際に、その土地をサダカ(喜捨)とすべきかどうかをムハンマドに相談したところ、

ムハマンドは「お前がよければ、土地はそのまま保有しておき、その果実を慈普のために

捧げ.よJと答えたという。また、別の伝承では、「その土地(の所有権)を凍結しておき、

その用益権を人々に捧げなさい。その土地は、売却したり、贈与や相続の対象となっては

ならず、その土地から生ずる呆突を、アッラーの嘉し給うところにより、お前の子や孫、

子孫、親威、貧者、奴隷、旅人そして布教に捧げなきしづと答えた kいう。ウマルは、ム

ハンマドの言葉通りに、その上地を売らず、遺贈もしないという条件を付けて喜捨した。

この伝承がワクフの起源とされる。

② コーランの結集と大征服

ムハマンドの技後、直ちに、初代TF.肖カリフ、アプー・パクルは、コーランの結集事業

を命ずるとともにイスラムの主権を拡大すべく大征服(ジハド;聖戦)を開始した。

第3代正当カリフ、ウスマーン治世の651年にコーランは完成したが、ウスマーンは暗

殺され、アリーが第四代正当カリフに就任した。ウスマーンの暗殺とアリーのカリフ位就

任は、イスラム共同体に深刻で激しい分裂抗争を引き起し、アリーを支持するグループか

らシーア派(アリーを支持する党派の略称)が形成きれていった。結局、アリーも暗殺さ

れ、ウマイヤ朝が成立する D

③ 軍営都市の建設

ウマイヤ朝 (661-750年)は、シーア派の武力l賂起など相次ぐ内乱を平定した後、大征

服を再開し、西はイベリア半島から東はトノレキスタン、パキスタンに至る大帝国となる。

アラブ草は、征服地に軍営都市(ミスノレ)を建設し、統治の拠点とするとともに次の征

服の基地とした。軍営都市は周囲を堅固な城壁で囲み、モスクを中心に総督官舎、軍事施

設、官庁、広場、市場などが計画的に配置された。この軍営都市において、モスクや給水

施設などがワクフの目的、市場(バザール、スーク)がワクフ財産となる o

カリフは箪営都市に総督を派遣し、総督が征服地を統治した。総督は、イスラムの主権

に服する者にはその生命と財産の安全を保障し従来からの慣習とその宗教を容認する代
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償として、税を徴収した。税は都市における街区や村落をー単位として一指徴収し、徴収

した税の中からアラブ軍人に俸給主食糧を支給した。また、総督は、取引の不正を取締り

ムスリム(イスラム信者)としての義務を果たすよう監督する市場監督官、親衛隊、治安

部隊であるシュルタ(今日の警察)も設置した。

大征服初期のころ、ムハンマドとともに生き戦ったカリフや総督には、ムハンマドの生

きた精神が息づいており、それゆえ、エネルギッシュにイスラムの主権を拡大し、自ら裁

判を執行し、急拡大する異民族・異教徒の征服地を統治するために現実的な見地から行政

上の立法権を行使し、法学未だ形成されていなかった当時にあっては、ア yラーの導きに

明らかに反しないと判断される限りにおいて、イスラム以前のアラブの伝統的な慣行や征

服地における異教徒の法的慣行をも探取した。

ウマイヤ朝の支配体制が確立・安定した 7世紀の末ころになると、裁判官が、形式上は

カリフの任命によるが、実質的には総督の権限の下で任命されるようになる。裁判官の職

務は広範囲にわたる。民事・刑事に係わる裁判の他に、興味深いことに、遺言とワクフの

管理・監督、無能力者の財産管理、後見人のいない女性の結婚の世話と監督、公道や建物

の保全などが含まれる。

④ 前期法学派の形成

ウマイヤ胡は、常にシーア派とその分派から理論・武力の両面において激しい挑戦を受

け、ヘレニズムの影響を受けるとともに、キリスト教徒などとの宗教的理論闘争とがあい

まって、イスラムの神学的思索を高めていった。法学にあっては、 8世紀に入り、メディ

ナやクーファといった主要都市に、前期法学派と呼ばれる地方色の強い法理論が形成され

ていった。前期法学派は、ムノ¥ンマドの伝承であるハディースに加えて、各地方の法的慣

行、伝統の中にもスンナ(規範的行為、行為原刷)を認めるために、強い地方色を有する

ことになる。

⑤ 大文化・経済圏の出現

この当時、アラブ草は、軍人の家族あるいは一族・部族ごと軍営都市に進駐し、 7世紀

末までに、その数130万人にも達したといわれる。アラブの民族大移動である。ウマイヤ

朝は、非アラブ人のイスラム化には消極的であり、当初は、非アラブ人の軍営者I~市での居

住を認めなかった。しかるに、軍営都市が発展するにつれてアラブ人と非アラブ人が混住

するようになる。コーランは共通アラビア語で記述されており他の言語に翻訳されること

はないので、アラビア語によるイスラムの布教とアラブの権力及びその富は、非アラブ人
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ムスリムをして箪営都市に流入させることになる。このことは、イスラムを共通の宗教・

行為規範とし、アラビア語を共通の言語とする一大文化・経済闘を出現きせることになる。

これは、征服者アラブをしてその民族意識を希薄にさせるとともに、アラブ人によるイス

ラム共同体の統一・拡大というウマイヤ朝の国家理念を失わしめることになる o 一方、非

アラブ人ムスリムにとっては、ムスリムとしてのイスラム共同体への帰属意識が高まると

ともに、税制度を中心としたアラフれの特権や改宗者への身分的差別への不満となり、イス

ラムの精神であるアッラーの前での全てのムスリムの平等を求める大運動へと発展してい

った。このような社会状況を背景として、アッパーース朝革命が発生する。

⑥ ワクブの設定者と設定目的

この時代のワクフ設定者は、カ 1)フや総督といったアラブ人支配階級である。大征服と

アラブの特権によって莫大な富を蓄積した彼らは、イスラムの精神にのっとり、貧者の救

済といった慈善目的には動産の贈与であるサダカ(喜捨)によって、公益施設の管理・維

持及ぴ慈善目的には不動産の寄進であるワクフを通して行った。ワクフは、不動産の所有

権移転を抑制するとともに、その不動産から生ずる収栓あるいは用益権を寄進するもので

ある o

ワクフの第一の目的はモスクである。モスクの維持・管理を主目的とし、それにはその

そスクに従事する聖職者などへの俸給も含まれる o モスクは，ムスリム統合の中心であり、

イスラム都市の中核的建物である o 当時、モスクは、宗教行事の他に、政府の布告、裁

判、学問、情報交換の場として使用されていた。例えば、各都市の大モスクでは、金曜日

の正午に集団礼拝が行われ、礼拝に先立つ説教には、その都市の住民の総意として時の権

力者の名前を読み込む慣行があり、この名前を意図的に読み落とすことは反乱を意味し

た。カリフとムスリムの関係は、カリフに対するムスリムのパイア(忠誠の誓い)に基づ

く契約であるとさ;tL.大モスクの説教で毎週確認されたのである o

ワクフの第二の目的は孤児とりわけ戦争孤児の救済である。ムハンマドも孤児であった

が、大征服は大量の孤児と未亡人を必然的に生み出していたο 動産は喜拾によって、不動

産はワクフを通して寄進され、とりわけ施設を必要とする孤児の救済はワクフによって運

営された。

第三の目的は給水施設である。とくに半乾燥地帯では、給水施設は都市の生命線て吟

る。



(2) アラブの特権

大征服によるアラブの莫大な富は税制度によって優遇され、それが一層富の集中を進行

させた。

① 戦利品:戦利品はファイと呼ばれていたが、のちほど、不動産の戦利品をファイ、

戦争捕虜を含む動産の戦利品をガニー?と呼ぴ区別された。ムハンマドは、戦利品の1/5

は神、神の使徒、その近親者、孤児、貧者および旅人に帰属するとして自分が取得した。

この1/5ルールはカリフやスルタンに承継されることになる。残りの4/5は軍人に分配され

た。大征服による奴隷を含む莫大な戦利品の獲得は、大量の労働力と私有地、カリフや総

督から授与される私領地の増大をもたらし、アラブの特権的支配階級を生み出すことにな

った。

② 税制度

・ジズヤ(人頭税):ムハンマドはユダヤ教徒やキリスト教徒など・の啓典の民に人頭税を

課したが、アラフ。帝国の時代にあっては、非ムスリムのみならず非アラブ人ムス 1)ムにも

人頭税を課したe 人頑税の負担は軽いものであったが、イスラムの支配に服していること

を雄認させる意味あいを含んでいた。

・ハラージュ(地租):土地に対する年貨のことで、非アラブ人のみに課税され、生産物

の1/2以上が金銭または現物で徴収された。徴収方法は、人頭税と併せて村落単位で一括

徴収きれた。

・ウシユル (1/10税):一種の財産税のことで、非アラブ人のハラージユに対して、アラ

ブ人にザカート(喜捨)の名目で徴収した。ザカートの課税対象は、貨幣、家畜、果実、

穀物、商品であり、いずれも l年以上所有している場合に、微収され財産の種類別に税率

が定められていた。ザカートの使途は、貧しい巡礼者、托鉢の修道者、借金を返済できな

いている貧者、乞食、貧しい旅人、新改宗者への援助のためであり、このことから救貧税

左も呼ばれる。

これ以外のウシコルとして、ムスリム商人から年収の2.5%、非ムスリム商人から年収

の 5%を徴収する商業税、敵国の商人から商品価格の10%を徴収する関税などがある。イ

スラム法上非合法の税として、総督などによる私設の関税、敵国の商人以外からの関税、

婚姻税、両替手数料、水車使用料などがある。

① 改宗:ウマイヤ朝は、非アラブ人のイスラムへの改宗には消極的であり、改宗に際

しては、改宗親(アラブ人ムスリム)と被護民(非アラブ人ムスリム)という身分差別を
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し、個人的服従関係を要求した。被護民が相続権者なくして死亡した場合、その財産は改

宗親のもの左なる。非アラブ人の改宗に消極的だった理由のーっとして税収の問題があっ

たといわれ、それが非アラブ人ムスリムの不満となり、ウマイヤ朝の命取りともなる。

以上、アラブ人至上主義であった正当カリフとウマイヤ朝の時代を称してアラブ帝悶の

時イ℃と且手ばれる。

(3) イスラム帝国の時代 (8-10世紀)

① ア yパース朝と 4大法学派の形成

750年アッパース朝革命が成功する。アッパース朝 (750-1258)は、神権的カリフを頂

点とする全イスラム共同体の再統一と中央集権体制lを国家理念とする。このことは、必然

的に、民族性を超えたインナーナショナルなイスラム国家の建設と行政・官僚機構を発達

きせる o この国家理念を達成するには、シャリーア(イスラム法)の法的規範の統ーが不

可欠となる。アッパース朝第 2代カリフ、マンスールは、それまで実質的に地方の総督の

権限下にあった裁判官の任命をカリフによる直接但二命とした。一方、法学にあっては、ス

ンナ派 4大法学派の一つであるシャーフィイー学派の祖シャーフィイー (767-820)が、

地方色の強い前期法学派のスンナの概念を批判し、論破した円シャーフィイーは、スンナ

(規範的行為、行為原則)をハディースとして記録きれたものに限定し、それは神意にか

なったものであるとして絶対的な権威を与えた。シャーフィイーの古典的理論は、イスラ

ムの法源を(1)コーラン (2}ノ¥ディースに記録されたスンナ (3)イジュマー(合意、意見の

一致) (4)キャース(法的類推)の 4つに限定する。シャーフィイーに少し遅れて他の 3

学派、すなわちメディナの慣行としてのスンナを重視するマーリキ一学派、コーランとス

ンナを最も重視する保守的といわれるハンパル学派、キャースを重視するハナフイ一学派

が形成きれた。

アッパース朝はシ--7i*を弾圧する一方でスンナ派を擁護し、第 5代カリフ、ア yラシ

ードは、ハナフィー学派のアプー・ユースフを初代大法官(裁判官の長)に任命する左左

もにその政治顧問とした。当時は、軍人が「剣の人」と呼ばれたのに対し、官僚やウラマ

ー(聖職者、法学者、教師など)を総称して「筆の人」と呼ぴ、彼らをして「ペンは剣よ

りも強し」と言わしめるほどの文人政治の絶頂期であった。

② ワクフの法的原則の確立

スンナ派の 4大法学派が形成きれるにおよんでワクフの法的原則が確立した。前述した

114 



ワクフの法的原則はこの時代に確立したものである。

シャーフィイ一学派の開祖シャーフィイーが最初Jの家族ワクフを設定したといわれる。

シャーフィイーは、設定者は受給者となることができないとしたが、ハナフィー学派の事

笑上の創始者であり初代大法官となったアプー・ユースフは、家族ワクフを認めるととも

に設定者自身も受益者になることができるとした。これはハナフィー学派の合意となる。

シャーフィイー学派は、開祖シャーフィイーの見解との矛盾を回避するために、ある者が

ワクフを設定しようとする財産を他人に無償または低廉譲渡し、譲受人が譲渡人を受益者

とするワクフを設定するという手法、を容認する。これには当時から強い批判がある。

この時代に、早くも、ワクフは公益・他益目的から私益・白益目的に拡大することにな

るo

③相続制度と家族ワクフ

家族ワクフは、イスラム法における大家族制を前提とした均分相続制度による家産の細

分化を避けるとともに、世襲財産を確保したいといっ人間らしい欲望からくる現実的な要

請に応えるものであった。アブー・ユースフは、設定者の家族の扶養のためにワクフを設

定することは、サダカと同様に、アッラーの嘉し給う信心深い行為であり、慈善目的にか

なうとした。イスラム以前のアラブの部族社会では、幼児と女性に相続権はなく、父系男

性親族のみに相続権が限定されていた。ムハンマドは、この部族社会に根ざした相続制度

に改革を加え、孤児と寡婦に財産権を認め、女性に相続権を与えた(iE確には、アッラー

がコーランにて定めた)。ムハンマドが改革を加えたものの、部族的色彩は色濃く残り、

妻(達)は夫の遺産の総額の1/4ないし1/8を常に確保できるものの、娘や孫娘など女性に

遺産が分配されることは希れていあったu また、家産の細分化の問題は解決されなかったの

である。スンナ派に対しシーア派は、独自の複雑なロジックを組み立て、単一家族向けの

相続体系とした。

④ モスクと慈善ワクフ

急進的なシーア派による最初の本格的政権となったブアーティマ朝 (909-1171年エジ

プト)では、一時期ワタフを禁止し、受益者に一定の収入を与えるのと引換えにワクフ財

産を裁判所-と行政の統制下においたが、多数のモスクが維持、管理できなくなり、結局、

メd見守莫なワクフを復活させることとなった。当時、モスクはワクフ無しに維持・管理でき

なくなっていたようである O

⑤ ワクフの設定者



文人政治の全盛を反映して、ワクフ設定の主役はカリフと宰相を頂点とする高級官僚と

なるのアッパ←ス朝の中央集権体制jは行政組紘と官僚機構を高度に発達させたが、この中

でイラン系ムスリムが強力な書記階層を形成していた。当時、書記(カーティプ)は専門

職であり、書記としての専門知識は「家の学問j として受け継がれた。この書記階層から

名門が生まれ、行政府の最高責任者である宰相を輩出した。

アッパース朝第 5代カリフ、アッラシードは、パググッドに「知恵の宝庫|と呼ばれる

図書館を建設し、これを前身として、第 7代カリフ、マームーンは830年「知恵の館J(バ

イト・アルヒクマ)を建設し、ギリシャ文献の本格的な収集とアラビア語への欄訳事業を

行った。今日、プラトンやソクラテスなどのギリシャ哲学やギリシャ文学がよく知られて

いるのはこの業績によるものである。 王候による学聞の府の建設は、カイロのダール・ア

ルヒクマ(知恵、の館、 1005年、シーア派の学問センターのモデル)、バグダッドのニザー

ミア学院(マドラサ:1067年、スンナ派の大学)の建設へと受け継がれる。そして、マド

ラサは、やがてモスクに次いで重要なワクフの目的となる。

(4) シャリーアの法源

① シャリーアの法源

シャリーア(イスラム法)は、永久法、神法、自然法、人定法の全ての領域にわたる

が、狭義には永久法、神法に属する。永久法は、アッラーの永遠性そのものにして普遍的

に存在し、MiJ世・現世・来世を貰流するものである。全知・全能・唯一の神は、慈悲によ

り人聞の導きである聖なる法(神法)を立法し、アダム、ノア、アブラハム、モーゼ、キ

リストなどの預言者に神の啓示を下し、そして最終の預言者ムハンマドに、アラビア語で

神の哲示(コーラン)を与えた。したがって、コーランは神によって立法されたものであ

るから、人定法によっては変更することができず(不可斐性)、厳終の啓示として完成し

ており(完結性)、すぺてを包括したものであり(包括性)、ムハンマド以前の預言者たち

の伝えた真理を確証したもの(確証性)として、イスラムの最高の法源である。

イスラムにおいては、神が定め啓示した真理を、人間はただ受け入れ服従することによ

って数いに辛.る o イスラムとは神に服従することであり、シャリーアとは人聞の正しい生

き方、歩むべき道を具体的に表現したものである。コーランは包括性を有するために、宗

教的側面のみならず世俗的側面も規定する。信仰表明、礼拝、書捨、斉戒、断食、巡礼、

非常1Iといった[儀礼的規範jから、結婚、離婚、扶養、相続、売買、訴訟、裁判、奴隷と
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②危機の時代とワクブの本格的発展

この|時代の前半は「スンナ派の危機j、後半は「イスラムの危機jであるu スンナ派の

危機とは、シーア派を奉ずるカイロのファーティマ朝とアッパース朝カリフを保護したス

ンナ派の大セルジューク朝 (1038-1194) との激しい戦いのことである o イスラムの危機

とは、スンナ派トルコ系のマムルーク朝(1250-1517、エジプ卜、シリア)と十字草、そ

して破竹の進撃を続けるモンゴル軍からのイスラム世界の防衛のことである。このような

「危機の時代jにあって、ワクフは本格的な発展期を迎える a

(イ) 軍人政権とウラマー(聖職者・法学者・教師など)の相互依存関係;シーア派の学

問センターであるカイロのダール・アルヒクマ(知忠の館、 1005年)に対抗して、大セル

ジューク朝i士、パクゃダッドをはじめとして主要各都市にニザーミヤ学院(マドラサ)を建

設し、スンナ派の振興と人材の養成を阿った。マドラサの建設は、コーラン学校(寺小

屋)からマ vラサ(大学、高等教育機関)に至るイスラムの教育システムを完成きせ、ウ

ラマーが教育の独占的担い手となった。これら教育施設の維持、管理及ぴ質量ともに成長

していたウラマーの生活基盤を安定きせるために、ワクフか積極的に設定された。

当時のイスラム社会は二重.構造であった。イスラム社会は、 トルコ系あるいはイラン系

の非アラブ人を中心とする軍人政権と現地の一般ムスリム大衆とからなり、両者を繋いで

いるのがウラマーであった。ウラマーは、宗教・教育・法律の解釈と執行を担当し、ー殻

ムスリムめ社会生活に深〈関与しており、一般ムスリムから非常に尊敬されていた。スン

ナ派の危機とイスラムの危機に際し、軍人政権はウラマーの協力を不可欠とし、ウラマー

は護教・護国及び生活基盤の確立のために安定し強力な政権を必要とした。ここに両者の

相互依存関係が成立し、ウラマーは軍人政権を承認・支持し、箪人政権は宗教・教育施設

を積極的に建設し、それらを維持・管理するために積極的にワクフを設定したのである。

(ロ) 生産力と交易の飛躍的発展:宮廷奴隷であった女性を初代スルタンに推載したスン

ナ派のトルコ系マムルーク朝は、シリアに残存する十字軍を駆遂し、フラグ率いるモンゴ

ル軍を破ってシリアとエジプトを防衛するどともに、紅海を制した。そのマムル{ク朝の

強力な騎馬軍団を支えた経済基盤は、イクターと呼ばれる制度にあった。イクター制と

は、スルタンが軍人にイクター(分与地)を授与し、軍人に土地の直接管理と徴税権を委

ねる見返りとして、軍人にスルタンに対する軍事奉仕を義務づけた制度であるのマムルー

ク武士団は「一所懸命jに戦ったのである。安定した政権の下で農業生産は飛躍的に発展

し、商品作物としてサトウキピが普及したのもこの時代である。都市では織物業が発展し
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た。これらの豊かな生産力を背景として香料商人や奴隷商人が大活躍する。海のルートに

よる交易の発展である。

1258年、モンゴル軍がバグダッドを攻略しアッパース朝が滅亡するにおよんで、イスラ

ム-j1J:界の中心はカイロに移った。スルタンや大イクタ一保有者である高蔵軍人、交易によ

って莫大な富を蓄積した大商人は、富を都市に集中させるとともに、モスクやマドラサを

競って建設し、ワクフを設定した。

モンゴトル軍の中央アジア、中東の支配とイスラムへの改宗は、地中海から中国に至る陸

のルート(キャラパン・ルート)の安全確保をもたらし、東西交易が飛躍的に拡大した。

キャラパン・ルートにはキャラパンサライ(隊商宿)が設置され、それはワクフの目的と

なり、尚人や旅人に無料で解放きれた。都市におけるキャラパンサライは、生産物の-集

荷・取引の場すなわち商業施設であり、そこにワクフが設定され、キャラパンサライから

生ずる収益がワクフ目的に寄進されるようになった。

付 将来への不安と家産の防衛.ワクフ設定の主役はスルタンや高級軍人、大商人とな

り、生命に対する危険が高い11皆層の人々であった。このことは、宗教的には、現世で善行

を積み来世において天国へ行くための代価としての慈善行為、俗世的には、シャリーアに

よる均分相続回避の手段としてワクフが利用きれた。

③ ワクフの弊害

エジプトでワクフは飛躍的に普及することになったが、反面、問題も生じていた。

14世紀に、マムルーク朝のスルタンはエジプト各地に合計で8万ヘクタールに及ぶワク

フを設定し、スルタンの財産管理人の監督の下でナージル(ワクフ管理人)にワクフを管

理きせた。し:かるに、このワクフは、笑際には高級車人の手中にあって堕落したもの止な

り、単にモスクやス←フィー教団への名目的な寄進となってしまったようである。

また、地方におけるワクフの収益はカイロどミスルという 2つの聖都に吸引きれ現地に

還元きれなかったこととワクフ管理の不手際によって、ワクフは繁栄するがワクフの土地

はやせ細る一方となる事態となった。このような状況から、裁判官は、再投資することな

しにワクブ財産(元本)を売却すること(ワクフの終寸)を認めることになる。

家族ワクフはエジプトとシリアで広〈普及していたが、その中には固有地も多数含まれ

ていた。 14世紀の末ころ、これらのワクフを国家が没収しよフとしたが失敗している。

(6) オスマン・トルコ帝国の時代 (15~19世紀)
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表 1 ワクフ施設職員

施 設 職 葎 日給(アクチェ)

モスク 集団礼拝指導者 CIm吉田) 5 -6 0 
J，tR EP 説教師 (Hatib) 3 -6 0 

訓戒師(ValZ) 1 0 -1 6 

礼拝の時を告げる者 (Muezzin) 3 -2 0 

析梼師 (DuaCl) 2 0 

教 管理人(I<ayyim) 1 0 -4 0 

清掃人 (Ferr吉~) 4 -5 

門番 (Bevvab) 2 

マドラサ 教授 (Kuderris) 10-400 

生徒 (Talebe) 4-20 

教 門番 3 -6 

清掃人 3 -6 

スヤピン 教師 (Muallim) 2 4 

助手 (Halife) 6 
背. 図書館 書籍管理人 (HaflZ-i ku tub) 6 0 

助手 6 0 

清掃人 4 0 

社 給水所 水番 (Abke~) 8 

dZ2h Z 水路管理人 (Suyolcu) 20-60 

ワ (ワクフ全体の)管理人(Muteve 1 1 i) 2 0 -4 0 

ク ワクフ施設管理人 (Nazlr) 6 -1 0 

フ 集金係(Cabi) 5 

管 書記(Kaiib) 8 -1 0 

理

出典:永田雄三「前近代トルコにおける地域社会の形成とワクフ制度」
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屋、ヨーロッパ人家屋、ユダヤ人家屋、そしてハーンがある。例えば、ギリシャ人家屋

は、ギリシャ人を入居させることを目的とした濯物であるが、単仕る住居では仕〈、 3r~帝

に 3つの部屋、]つの台所、 lつの物昔、 2階に 1つの部屋、 lつの居楠犀、 1つの便

所、 11暗に 1つのシャーベノ卜底、 3つのシャーベット貯蔵所、 lつの食堂、 1つの雑貨

)占とその倉庫及び若干の庭をもっ複合ピルである。オスマン帝問とヨーロツノマとの貿易が

拡大する中で、同家は貿易商としての地歩を固めつつあった。商業には金融が不可欠であ

るが、利子を原則として禁ずるイスラム法ドにあって、「ユダヤ人家屋」の活用が行われ

ていたと思われる。

同家は、イズミルをはじめ各都市に多数のハーンを所合またはワクフ財産としていた。

ハーンは、都市にあってはキャラパンサライを兼ねるとともに、生産物の集荷・取引の場

であった。あるハーンは、「綿花ハーンjと呼ばれ、 2階に43の部屋、 l階におの倉庫を

もっ大規模なビルであり、特j藍品である綿花の集荷場としての機能を有する他に、出稼ぎ

や行商にたずさわるムスリム下層民の住居としても用いられていた a

ギリシャ人家犀と綿花ハーンの記述からもわかるように、ワク 7財産は特定され、かっ

詳細に記述きれている η さらに、ワクフ財産を特定するために、ワクフ財産たる建物の東

西南北に隣りあわせた不動産(公道を含む)についても記述されるのが普通で・ある G した

がって、今日、イスラムの伝統的な街並みを研究する際に、ワクフ文書が研究されること

カずある。

③ ワクフ条項:同家のワクフ文書は、例外なくすべて、生前は設定者が管理人となる

ことを規定している。設定者の死後は、その子供(男・女)が子々孫々まて泊二理人となる

こと、 子孫が途絶した場合には兄弟・姉妹の子孫、それも途絶えた場合には同家の奴隷の

子孫、それも途絶えた場合にのみ、ワク 7!以往をメディナの貧者などに分配するよう規定

する。

管理人は、ワクフ収入からワクフ施設の維持・管理に要する費用を差しヲ|いた残りを取

得することができる。同家の場合、設定者及びその子孫が管理人を兼ねるから、同家のワ

ク 7~土、向益と他益のI昆ヂE型であり、かっ慈善ワクフ土家族ワクブ土の中問問である。当

時は、この中間主lが一般的であったようである。

ガラオスマンオウル家は、代宮職として徴税を請負うとともに、大農場を経営し(生

産)、特産品を加工し、それらを各都市及びイズミルに集荷し(運送・流通)、ヲーロツノぐ

に輸出(貿易)していた。このシステムを支えるための牛.吊・産業止の幕稼として、都市
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